
   

  1/1 

JICA 環境社会配慮ガイドライン第一回改定委員会議題 
平成十四年十二月三日（火曜日） 
 午後二時開議 
 国際協力事業団 11ABCD 会議室 
出席委員 （敬称省略） 
 委員長 國島 正彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
 委員 原科 幸彦 東京工業大学総合理工学研究科教授 
 委員 森嶋 彰 広島修道大学人間環境学部教授 
 委員 吉田 恒昭 拓殖大学国際開発学部教授 
 委員 澤井 克紀 国際協力銀行環境審査室環境２班課長 
 委員 作本 直行 アジア経済研究所主任研究員 
 委員 片山 徹 社団法人海外環境協力センター専務理事 
 委員 高橋 清貴 日本国際ボランティアセンター 
 委員 川村 暁雄 APEC モニターNGO ネットワーク 
 委員 石田 恭子 環境・持続社会研究センター 
 委員 西井 和裕 フィリピン情報センター 
 委員 沼田 幹男 外務省経済協力局技術協力課長 
 委員 石井 哲也 外務省経済協力局開発協力課長 
 委員 小原 雅博 外務省経済協力局無償資金協力課長 
 委員 木下 良智 農林水産省総合食料局国際協力課長 
 委員 櫻井 繁樹 経済産業省貿易経済協力局技術協力課長 
 委員 藤森 祥弘 国土交通省総合政策局国際建設課長 
 委員 伊藤 松博 国土交通省総合政策局国際協力課長 
 委員 小川 晃範 環境省地球環境局環境協力室長 
 委員 田中 研一 国際協力事業団 国際協力専門員 
  深田 博史 国際協力事業団 企画・評価部長 
  富本 幾文  国際協力事業団 企画・評価次長 
  鈴木 規子 国際協力事業団 企画・評価部環境女性課長 
  松浦 正三 国際協力事業団 無償部長 
  岡崎 有二 国際協力事業団 社会開発調査部長 
  西牧 隆壮 国際協力事業団 農林水産開発調査部長 
    

欠席委員 
 委員 村山 武彦 早稲田大学理工学部複合領域教授 
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-------------------◇----------------------- 
○ 事務局 鈴木（以下鈴木） JICA 環境社会配慮ガイドライン第一回の改定委員会を開

催させて頂きたいと思います。委員の方まだ遅れている方がいらっしゃいますけれども、

先に開始させて頂きたいと思います。まず本日のガイドラインの改定委員会の開催にあ

たりまして、JICA 担当部部長深田からご挨拶をさせて頂きたいと思います。よろしく

お願い致します。 
○ 事務局 深田（以下深田） 皆様今日はお忙しい中ご出席いただきまして、どうもあり

がとうございます。JICA の企画・評価部長をしております深田でございます。座って

ちょっと挨拶させて頂きます。中身の議論の方に出来るだけ時間を割いて頂きたいと思

いますので、簡単に一言だけご挨拶をさせて頂きますが、ご案内のとおり JICA ではす

でに 1990 年から 94 年にかけまして、環境配慮ガイドラインということで開発調査を

対象にガイドラインを策定しておるわけでございますが、その後この 10 年間世の中世

界中の援助を取り巻く環境も、非常にグローバルな観点から地球環境問題等に、より国

民の関心も高まり、私ども援助する側にとりましても今まで 90 年のガイドラインとい

うのは、どちらかというとドナーというサイドからきちっと援助をする際にチェックす

るポイントという事で作った訳ですけれども、その後この 10 年の間に、より援助を受

け取る側、途上国サイドに立って、特にこの 10 年において途上国サイドにおいても住

民市民の意識の高まり等もあって、援助を実施する際に単に相手国政府との関係で相談

をして決めるというより、更に援助を実施するにあたり、特に環境と大いに関係のある、

ダムとか道路とかあるいはその他の色々なインフラ関係、あるいは技術協力も含めてそ

ういう援助をする時によりその途上国の経済社会状況を踏まえながら、きめ細かい対応

をしていかなきゃいかん、とこういうこのような世の中の援助を取り巻くニーズも高ま

ってまいりまして、昨今国内においても、JBIC さんの方が有償資金協力に関する環境

ガイドラインを策定されたという事もあり、JICA の実施しております技術協力それか

ら外務省が実施し JICA が実施促進を受け持っております無償資金協力を含めて、環境

に関するガイドラインの策定をしろと、するべきだという意見が高まりまして、それで

こういう形で専門の方々にお集まり頂いて委員会を発足させて頂きまして、２００３年

の３月にかけてご議論頂き、それを今度の改定作業に反映させて頂きたいと、かように

思っております。今回は特にそういう事で社会的な視点、途上国側の色々な経済社会的

な観点からも我々が援助を実施する際に念頭に置く必要があるということで、環境社会

配慮ガイドラインということで、対象につきましてもこれまでの開発調査のみならず、

技術協力それから無償資金協力も対象に含めたガイドラインということで作業を進め

てまいりたいと思います。それで今回は、國島先生に委員長をお引き受け頂き、お集ま

りの皆様方にも委員を引き受けて頂きまして、大変お忙しいところ恐縮でございますが、

そういうような世の中で、援助を取り巻く状況にあり、また我々も来年１０月独立行政

法人として新たな JICA としての活動を始めるにあたって、やはり環境の分野でもう一
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度きちっとガイドラインを策定し直したいと、こういう事で皆様お忙しいところ、これ

から３月にかけて色々ご議論、作業をお願いするわけですが、どうか日本の援助の更な

る中身の改善の為にもよろしくご議論頂きいいご提言を頂ければとかように思います

ので、どうかよろしくお願い申し上げます。 
-------------------◇---------------------- 
○ 鈴木 それではお手元にございます２番目の委員長のご挨拶をお願いしたいと思いま

す。東京大学大学院新領域創成科学研究科教授の國島先生お願い致します。 
○ 國島委員長 最初だけ立ってやります。只今ご紹介頂きました國島でございます。しば

らく前に JICA の方からこの環境社会配慮ガイドラインの改定とについて、これからの

21 世紀のあり方についての、その内容についての委員会の委員長を引き受けてくれな

いかと言われました。当然のことながら大変に難しくて、一方で重要な事でもあります

ので随分考えました。私の今、３年半ほど前に新しく出来ました、大学院大学の、お手

元の名簿にも書いてある、東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻、さらにそ

の後に、国際環境基盤学専攻で、今深田さんがご挨拶でお話になったようなもろもろの

問題を学融合と言いますか、色々な分野の研究と教育に携わる人間が集まって新しく作

った、そういうところにおりますので、とにかく引き受ける方向で気持ちを固めるよう

になりました。その時に、私も今まで役目柄といいますか立場上、こういうような公的

な事に関わる委員会の委員長をいくつか引き受けさせて頂いております。委員長を引き

受けさせて頂くにあたりまして、いわゆる事務局の方に条件を出しています。その一、

委員会の委員を誰にするか。それは私の委員長の最終的な専決事項である。２番目、予

算の限度・範囲はあるとは言うものの、委員会活動をやるにあたって運営あるいは必要

な調査研究に関わるようなこと、予算を含めた運営執行の最終的な権限は委員長にある。

最終的にそれが活字、図面、表等とですね、成果品が当然必要なことが多いわけですが、

成果品の内容については、私が納得できないものは一切載せない。この３つを、のんで

いただけるのでしたら委員長を引き受けると申しました。今までこういう風に私が申し

上げて、だいたい１０回頼まれると、６回か７回ぐらいはそれなら結構ですと言って、

それでおしまいだったのです。ここ１０年くらいの平均値の話なのですが。今回はそれ

で結構ですというお返事を頂きましたので、大変難しい重要な事と承知しておりますし、

私自身がこれについてスーパーマンのように１００パーセント色々な事柄を承知して

いるわけではないと十分認識しておりますが、とにかく引き受けさせて頂くことに致し

ました。但し引き受けたからには精一杯やらせていただきますので、どうぞよろしくお

願い致します。 
○ 鈴木 國島先生、どうもありがとうございました。その次に委員の皆様方をご紹介させ

て頂きます。資料１ページをめくって頂きますと、設置要項という紙がございます。こ

れに基づきまして、上から私の方でお名前を読み上げさせて頂きますので、代理出席の

方もいらっしゃるかと思いますけれども、委員の皆様軽くご挨拶をして頂ければと思い
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ますのでよろしくお願い致します。今ご紹介申し上げましたが、委員長は國島先生でご

ざいます。次に委員として東京工業大学総合理工学研究科教授、原科先生よろしくお願

い致します。広島修道大学人・・・原科先生どうぞ一言。 
○ 原科委員 用務の関係で遅れましたが、今到着したばかりで様子がわからなかったので

すが、名簿かなにか順番に今ご紹介いただいているのですね。私の自己紹介する時間が

もったいないと思いますので、一応このようなものを持ってきました。新聞で紹介され

たもので、「クローズアップひと」って書いてあります。ポイントを言いますと、環境

アセスメントの本質は意思決定過程透明化ということ。これは私の信条でございます。

このことを書いてございますので、ちょっと皆様ひとつ・・・ 
○ 國島委員長 ありがとうございます。あとで議論の進め方のところでご紹介致しますが、

今日は初めての委員会ですので、あとで委員の方々には全員必ず同じ時間平等に、皆様

のご意見なりご意向をご披露頂く時間を十分に取るようにしておりますので、今はお名

前のご紹介だけでお進め頂ければと思います。 
○ 鈴木 はい、かしこまりました。 
○ 國島委員長 大変失礼で申し訳ございません。 
○ 鈴木 はい。ではお名前のご紹介だけさせて頂きます。広島修道大学人間環境学部教授 

森嶋先生。 
○ 森嶋委員 よろしくお願い致します。 
○ 鈴木 よろしくお願い致します。拓殖大学国際開発学部教授 吉田先生。 
○ 吉田委員 よろしくお願い致します。 
○ 鈴木 その次にございます、早稲田大学理工学部複合領域教授の村山先生は本日ご欠席

でございますので、本日はとばさせて頂きます。次に国際協力銀行環境審査室環境２班

課長 澤井様。よろしくお願い致します。アジア経済研究所主任研究員 作本様。よろ

しくお願い致します。社団法人海外環境協力センター専務理事 片山様。よろしくお願

い致します。日本国際ボランティアセンター 高橋様。よろしくお願い致します。アペ

ックとお呼びするのでしょうか、エーピーイーシーでよろしゅうございますか。APEC
モニターNGO ネットワーク 川村様。環境・持続社会研究センター 石田様。フィリ

ピン情報センター 西井様。よろしくお願い致します。外務省経済協力局技術協力課長 

沼田様。外務省経済協力局開発協力課長 石井様。今日は代理で・・・よろしくお願い

致します。外務省経済協力局無償資金協力課長 小原様。今日は代理でございます。 
○ 代理 代理で参りました。 
○ 鈴木 農林水産省総合食料局国際協力課長 木下様。経済産業省貿易経済協力局技術協

力課長 櫻井様。 
○ 代理 課長遅れておりまして、代理で参りました。後程参ります。 
○ 鈴木 国土交通省総合政策局国際建設課長 藤森様。国土交通省総合政策局国際協力課

長 伊藤様。環境省地球環境局環境協力室長 小川様。国際協力事業団国際協力専門員 
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田中様。以上のメンバーが委員でございます。このあと先生の方に議事をお預けしたい

と思います。私ども事務局の方、簡単に名前だけ申し上げたいと思います。只今ご紹介

致しました、企画・評価部長の深田でございます。同じく企画・評価部次長の富本でご

ざいます。私、本件ガイドラインを担当しております、企画・評価部環境女性課長鈴木

でございます。よろしくお願い致します。あと事務局のほうで同じ環境女性課の課長代

理の上條でございます。それでは先生、議事の方をお預けしたいと思います。よろしく

お願い致します。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 それでは議事に入ります前に、議論の進め方と書いてあります、まずこの

１ページの本日の議題という紙を見て頂きたいのですが、今までに委員の仕事ではなく、

これからの議論の進め方につきまして、今日どうするかという話と今後の全体的な方向

性という話と２つについて委員長の考えておりますことを申し上げまして、事務局の方

に補足して頂いて、皆様が何かご意見があれば承りたいと思っております。今日の進め

方なのですが、初めての第一回の会議ですので、ここに書いてあります１、２、３、４、

５、６、７、８、９までの、一応事務局方で作ってきました諸々のことにつきまして、

一応ご説明を順次一定の時間でして頂きます。この９番の JICA の基本的な考え方の説

明というところの説明が終わるまでに、だいたい３時１５分から３時半くらいにそれを

終わらせていただくと、残り９０分以上をとって、この９番までとにかくその説明を、

若干の質疑応答しながら終わりましたあとに、本日委員としてご出席して頂いておりま

す全員にお一人３分以内で、勿論特にございませんようでしたら、途中でやめていただ

く、あるいは一言もないということでもその場合はパスということで、とばして頂いて

順番に。そうすれば約３０分位残りますので、その間に委員の間の相互の、今ご意見を

披露して頂いたことについては、質疑応答や、意見を言って頂きたい。場合によっては

今回会議は原則公開ということにしておりますので、オブザーバーとしてお見えになっ

た方々から、黙って聞いて帰るのもちょっと申し訳なく、面白くないでしょうから、時

間の許す範囲で、ご発言頂く時間も是非取りたいと思っております。委員会は３時間と

いうことですので、５時には閉会するということで進めさせて頂きたいと思います。そ

れでは今日の第一回の全体的な骨組みであります、この委員会全体の進め方につきまし

ては、先程申しました、１つはこの本委員会につきましては、私が判断したのですが、

とにかくオブザーバーの方も入れて原則公開にして頂く。委員会は限られた時間ですの

で、JICA の案件ですから、JICA の事務局のほうから色々な資料等ご説明いただき、

それについて委員の方から色々ご意見やご提案をいただくということで進めていただ

き、なるべく今申し上げましたように各回とも各委員の方のご意見を均等にいただくよ

うに、委員長としてストップウォッチを持っておりますので、お一人の方がたくさん発

言なさるのではなく、出来るだけ平等に伺いたいと思います。同時にオブザーバーの方

もこの場にきていただいて、先程も言いましたように、出来るだけ委員長としては色々
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なご意見を述べる機会は配慮したいとは思いますが、そうは言っても多分この議論を本

気で始めれば１０時間やっても２０時間やっても５０時間やっても、終わった感じにな

らないかもしれない。大変重要な問題ですので、今の情報の近代兵器といいますか、イ

ンターネットを使った、パブリックコメントを、この委員会の議事内容を公開し、この

場以外のところで自由にアクセスするように、ご意見を集約するようなシステムを作り

たいと思っております。それにあたりまして、先程委員長として JICA にお願いいたし

ましたことは、多分今までも、例えば三重県の北川知事から始まって、こういう公的な

ことの審議を公開ですることは、なされた例はいくつかある、あるいは今日これを拝見

致しますと、これの前段の一部にあたるような研究会でも非常にオープンにおやりにな

ったそうですが、それはそれで大いに結構なのですが、その議論あるいは意見を、議事

録という形で記録に残す、或いはお互いの認識を共有化するという、私自身昔から公的

な議論を色々な立ち場の人の方を、色々な難しい問題に集まってきたのを何とかうまく

構造化して、みんなが論理の流れだとか明快にわかるようなシステムを研究してきまし

たが、是非開発したいと思っておりました事が、ごく最近にそれがある範囲で一定の完

成レベルに達したと私は思っておりますので、それを皆様の本日頂いたご議論、それか

ら本日の議事録・会議録に基づきましたパブリックコメント等で、頂いた議論を、それ

に一回のせて全体の議論の構図をみなさんに見せながら、共有し進めたいというふうに

思っております。これについては、何か夢みたいな嘘みたいな話と思われるかもしれま

せんが、とにかく今日の会議が終わって約１０日後に今私が申し上げました物の現物を、

多分みなさんにお見せできると思いますので、それをご覧頂いて「これは何かおかしい

ぞ」とか「これは不十分だ」とかございましたら、それはまたその時に何か考えたいと

思います。ただ、もう一回申しますと、議論は全部透明で公開して、それから色々な立

場のあらゆる意見をきちんと公平且つ平等に全体の議論の中に取り込みながら進めて

いきたいというのが、私の、委員長としての基本的な考え方なのですが、事務局で何か

追加することございますか？ 
○ 鈴木 特にございませんが、議事録はホームページ上記名で載せさせて頂くということ

になりますので、それだけ一言申し上げておきたいと思います。 
○ 國島委員長 どういう方が、どのような事という事が分かるのですか？ 
○ 鈴木 はい、どなたがどういうご発言をされたかというのは載せたいと思いますので、

よろしくお願い致します。 
○ 石田委員 すみません、今日の進め方に関しまして皆さんのお時間内ということで、効

果的に進められたいということと、参加されている皆さんになるべく等分の発言の機会

をお与えになられたいということの主旨はよく理解できました。ですが、今日は第一回

目ですので、今後どういうふうに行っていくかということに関して十分に議論を行って

いくというのが一番重要だと思っています。そういった意味で、NGO の間でペーパー

の方を用意させて頂いております。今日の時間配分に関しまして、出来れば議論の進め
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方４というところにまず十分に議論の時間をとって頂きたいと思います。最後に各自３

分、９番までいって各自最後３分という形ではなく、今後の議論の進め方に関しまして、

今議論をさせて、もしよろしければ NGO の方から懸念点等発表させて頂きたいのです

が。 
○ 國島委員長 私が今申し上げました方針の内容について何か問題がある、それとも何か

不十分な部分的な補完すべきことがあるということですか？ 
○ 石田委員 いえ、今日の進め方に関しまして、今私の理解が正しければ、９番まで進め

られまして最後に各自意見がある方は一人３分という範囲内でお話をされるという様

に理解したのですけれども。 
○ 國島委員長 おっしゃるとおりです。 
○ 石田委員 それですと、４番の議論の進め方にどの程度時間を割かれるかというのが、

私の方で理解できませんでした。 
○ 國島委員長 ここはもう今私が方針、大方針を説明して、今のような質疑応答をしてい

ただいた後は、色々今日初めて色々な立場の方が、委員に来て頂いて、例えば石田さん

なんか今までのいきさつや何かも非常によくご存知で色々なご意見をお持ちだと思い

ますが、必ずしも石田さんほどではない方もいらっしゃいますので、全体的な具体的な

内容を先に少し共通に、全部に共通的とは言えないですけれども、ある程度の知識レベ

ルを揃えてから、今後の議論の進め方も含めて全体をやろうと思っております。 
○ 石田委員 なるほど。では、９番の後に今議論の今後の進め方を・・・ 
○ 國島委員長 勿論です。失礼致しました。私の言葉足らずで・・・ 
○ 石田委員 わかりました。 
○ 國島委員長 ９番以降ですね、皆さんに３分ずつ、まず委員の方にお時間を差し上げる

のは、何も９番の事を申して頂いても結構ですが、何でも結構です、要するに。まず第

一回ですので、１番から９番まで全ての事について皆さんそれぞれ、多分重要だと思っ

ていらっしゃる事が、それぞれのお立場や考え方で違うと思いますので、順番にご披露

して頂いて、意思をこすり合わせてみたいというのが委員長の一回目の思いでございま

す。 
○ 川村委員 １点だけ。その３分ということなのですけれども、議論の中身に応じて若干

フレキシブルにご考慮頂ければと。 
○ 國島委員長 一切致しません。どの立場の方でも３分以内で、とにかくまたもう一回必

要なら追加の分の時間を取るように致しますので。 
○ 川村委員 すみません。その根拠は・・・ 
○ 國島委員長 一回の発言は３分以内にして頂くという事でお願い致します。 
○ 石田委員 それに関しまして、すみません。すでに議論がぐちゃぐちゃになって申し訳

ないのですけれども、一人話す時間が３分かどうかに関しましても、これはある種民主

的なプロセスでここいる委員の皆様、ここに参加されている方で話し合って決めること
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ではないかと思います。 
○ 國島委員長 ですから、試しに一回やって頂いて、問題があるようでしたら、２回目以

降でやるということで進めさせて頂きたいと思います。私も今までこういうのにいまし

た場合にも、例えば事務局側が非常に長く説明だけして、せっかく様々な立場の委員の

方が来て頂いてもその場で色々なご意見を披露する場が非常に少なかったり、あるいは

色々な立場があった時に、ある立場の方が非常に長く発言され、時間の終わりの制限が

ある為に、議論のバランスが欠けたような形になるということを、垣間見ることが度々

ござましたので、私が委員長を仰せつかった場合には、そのような事がないようにとや

らせて頂きたい。試しに一回やってみて、何か調子が悪いようでしたらまた遠慮なく言

っていただければ直したいと思います。ということで、議論の進め方は、ここはここで

一旦一区切りして、後程の全体討論の時にまたあればまた改めて議題にしたいと思いま

す。 
○ 原科委員 原科ですが、今おっしゃった事は要するに、４、５、６、７、８、９という

番号の資料をご説明頂いて、その上で議論の進め方に関する議論するということで・・・ 
○ 國島委員長 ・・・ということで結構です。４、５、６、７、８、９全般について皆さ

ん意見を・・・ですから、意見を出す意義は、その議論をご意見頂くときに、この件に

ついてもっと徹底的に議題に挙げるべきだと言っていただければ、それは・・・ 
○ 原科委員 いえ、私はこういうケース随分やってきましたので、今も進行中なので申し

上げますけれど、やはり議論の進めはとても大事なのですね。これをきちっとやってお

かないと、後でおかしなことになってしまうので。 
○ 國島委員長 おっしゃるとおりです。 
○ 原科委員 色々なことをごちゃまぜにしちゃうと、まとまる結論が出ない。それは大変

懸念します。私は、５、６、７、８、９をお聞きして基本的な情報をまず共用した上で、

４番の議論の進め方を行いましょうということであれば私は理解出来ますが。この段階

で色々な意見を出してしまうと、今日はもう意見を言うだけで終わってしまって、なか

なかまとめが出てこないと思います。それも回数をかけるという考えであれば、また次

回議論進め方を決めればいいのですが。 
○ 國島委員長 おっしゃるとおりです。 
○ 原科委員 そのような感じがしましたので。できるだけ議論の進め方というところで、

お願いしたいと思います。 
○ 國島委員長 私は今回の委員会の大事なことは、一番最後の結論がどうだったかという

ことも大事だと思うのですが、それに至るプロセスが、どうであったかという事が極め

て、いやひょっとすると、そちらの方が大事かもしれないという風に私は認識しており

ます。私なりにそこを担保する為に色々違った意見がおありだと思うのですが、今のよ

うに敢えてみんなの意見を最初は聞くという形で進めていきたい。ですから今の３分ル

ールを、その後何回かの委員会に全部やるかどうか、それは全然そんなことは考えてお
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りません。今日だけは最初という事で、特に意識しています。 
○ 原科委員 一回の発言に３分程度というのは私も必要だと思います。ただ、ものによっ

ては長くなる場合もありますから、配慮して頂ければと思います。 
○ 國島委員長 はい、原則ですから。 
○ 原科委員 はい、私もそういう点はわかります。 
○ 國島委員長 それでは４番はこういうことで、５番、６番、７番、８番、９番は、説明

をしていただいて少し質疑応答をするということにしておりますが、先程も言いました

ように、是非皆様に順番に聞く時間をあと１時間、１時間５０分くらい取りたいのです

で、一応事務局の方にはですね、５番の説明を１０分以内、６番も１０分以内、７番５

分以内、８番５分以内、９番１０分以内というように頼んでおります。それを含みおき

頂きまして、順番に９番までのとにかく一回説明して、何かご質問がございましたら、

逐一皆様のご質問をお聞きするように致しますが、それが全部終わりましたところで、

どのような話題でも結構ですから、皆様からその後意見を是非とも聞きたいと思ってお

ります。まず、５番 JICA 環境社会配慮ガイドラインの改定云々という説明について事

務局の方からお願い致します。 
-------------------◇----------------------- 
○ 鈴木 それでは、私の方からご説明させて頂きます。１０分厳守したいと思います。資

料１、１枚めくって頂きまして、それに基づきましてご説明させて頂きます。まず、JICA
の環境社会配慮ガイドライン、まずなぜ改定するかというところの経緯でございますが、

これは先程深田の方も申し上げましたけれども、若干触れております。まず JICA 自身

のガイドラインの検討の経緯としましては、1988 年に分野別の援助研究会として環境

を取り上げました。その際に環境アセスメントの実施というものの重要性が提言されま

して、その提言に基づき 1990 年、ちょうど 12 年前になりますが、以降 94 年 3 月まで

開発調査の主に事前調査段階を対象としまして、20 セクターについての「環境配慮ガ

イドライン」を作成致しました。このガイドラインに基づきまして、初期環境調査や環

境影響評価に対する支援調査を行う他、環境影響団員といったものを調査団の中に配置

致しまして、環境配慮というものに強化に取組んで参りました。その後、環境問題を取

り巻く、特に社会的配慮等を含めまして、状況の変化によって、新たな環境協力に関す

る方針を打ち出す必要性が高まったということで、99 年 10 月に第二次環境分野援助研

究会を設置致しました。これは環境アセスということだけでなく、環境分野全体に対し

てどのように JICA は協力すべきかということを検討した研究会でございます。この中

で環境配慮ガイドラインとの関係においては、情報公開、環境対処能力の向上、JICA
事業の改善等が提言されました。これが、今回の改定に至った背景でございます。これ

を元にガイドラインの改定を行うことと致しました。まず、検討方針でございます、３

点そちらにあげております。日本の ODA 政策との整合性を図る。ここは ODA 大綱、

ODA 中期政策との整合性を図ったものにするということでございます。２つめ、JICA
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事業全般を対象とした基本方針、目的、手続き、情報公開等を明確化するということで

ございます。３点目、我々に先行して有償資金協力等につきまして作成されています、

国際協力銀行（JBIC）ガイドライン等との整合性を確保する。この３点を検討方針と

したいというふうに考えております。主な改定にあたっての検討内容を４点あげており

ます。１点目が、技術協力案件検討時の環境社会レビュー。これは、協力実施前に案件

選定の段階で、適切に環境社会レビューをしていこうということでございます。それか

ら２点目。JICA が JBIC さんとまた一つ違った特徴としてあげられますのが、技術協

力という協力形態があることでございます。従いまして、環境アセスメント、途上国が

環境アセスメントの能力が不足している場合に、そこにどう技術協力よって支援ができ

るのか、できないのかを含めてそこを検討していきたいと思っております。３点目。ど

う我々の得た情報、選定に関わるプロセスも含めての情報公開を行っていくかとういの

が３点目でございます。４点目。ガイドラインを運営するにあたりましては、JICA の

中の実施体制を整備する必要性があると考えております。こちらについても検討をして

いきたいというふうに考えております。検討にあたりまして、改定委員会を設置させて

頂きました。これが、この改定委員会でございます。改定委員会は公開し、オブザーバ

ーの参加を認めるとともに、その結果を、ホームページを通じて公開し、一般の意見を

広く求めるということにしております。スケジュールは、１２月末までに基本的な考え

方、基本方針といったものと、だいたいどんな構成になるかということを作成致しまし

て、来年の３月末までに成果品を完成させたいと考えております。めくって頂きまして、

次に設置要項、この改定委員会の設置要項が案をつけておりますので、それをご説明し

たいと思います。設置目的につきましては JICA 環境社会配慮ガイドライン（仮称）と

付けておりますが、関し専門的な見地から当事業団に対し必要な助言を行い、当ガイド

ラインの策定に貢献することが目的でございます。委員長以下の構成はそちらでござい

ます。３点目の活動内容。1990 年以降の JICA 環境配慮ガイドラインの作成と、現在

までの見直しの経緯、及び 2002 年 4 月の国際協力銀行の環境社会配慮ガイドラインと

の調整を考慮に入れつつ、JICA 事業全般を対象としたガイドラインの作成への助言を

行うということを、この委員会の活動として整理させて頂いております。スケジュール

は先程申し上げましたが、14 年度末のガイドラインの作成を目指しまして、今日から 3
月まで５回程度というふうに我々は考えております。具体的な日程につきましては議論

の進捗状況を踏まえまして随時決定していきたいと考えております。情報公開、先程も

申し上げましたけれども改定委員会は公開し、オブザーバーの参加を求めます。かつ委

員会をホームページを通じて結果を公表し、一般の方々の意見を広く求めたいと思いま

す。庶務は、私ども国際協力事業団企画・評価部環境・女性課で処理をするということ

にしております。以上でございます。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございます。ご質問がございましたらどうぞ。内容につ

いて。ご意見は後で伺うとして、議会ができないということでございまして。よろしい
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ですか。はい、どうぞ。 
○ 小川委員 環境省小川でございます。2 点ご質問させて頂きたいと思いますが、最初の

検討方針のところで・・・ 
○ 國島委員長 何ページですか？何番目？ 
○ 小川委員 資料１です。ガイドライン改定についての検討方針についてですね、日本の

ODA 政策との整合性を図るとなっておりまして、大綱と地域政策を具体的に言われま

したけれども、外務省さんの方で大綱につきまして見直しをされるという意向を聞いて

おりますが、そうすると整合性を図るべきか、こちらの作業をしているうちに変わって

しまうという心配があると思いますが、それについてどういうふうに取り扱われるかと

いうのが一点です。それから次なのですが、設置要項につきまして、この委員会の最終

の成果として何を考えられているのか、意見を言って助言をして、ただ聞きっぱなしと

いう事では、非常に物足りないところがありますので、この検討会の委員の共通の見解

として、報告書のようなものを最終的にまとめられるのかどうか、それについて伺いた

いと思います。 
○ 國島委員長 事務局の現時点の腹積もりはどうなのですか。 
○ 事務局 富本（以下富本） 企画・評価部の次長 富本でございます。第一点目の ODA

大綱、現在見直しの作業にかかりそうだという情報を得ております。そうであれば、そ

ういった議論の過程、更には内容が固まれば、そういったものを参考にしながらという

ことになると思います。現在のところ、どのような方向で改定されるかということにつ

いても、必ずしも十分に伺ってはおりませんので、そういったものをまず確認したいと

いうふうに考えております。そういった新しい動きについても、十分こちらにめり込ん

でいただくという事を希望しております。 
○ 國島委員長 今の件に関しては、委員長として、こちらはこうやってオープンにしてい

るわけです。そちらも委員会か何かやられるのでしたら、そちらもオープンにしていた

だければ、おのずとお互いに情報が行き来してね、必要な情報が正式に共有できると思

っております。ですから私どもの方が向こうで出来たものに対して、勿論気にはするの

ですが、そちらに無理して合わせるとか何とかいうことは、あまり私は考えておりませ

ん。お互いに情報を公開していけばそれでいいじゃないかと思っております。ただ時間

的なタイムラグが勿論ございますので、それについての若干の配慮は必要じゃないかと

思っております。２つ目は何でしたか。２つ目について・・・ 
○ 鈴木 はい、本委員会の結果でございますけれども、報告書になると思いますが、そう

いったものに我々の方で作業させて頂きたいと思います。報告書のような形にさせて頂

いて、委員会の勿論議論が言いっ放しということであれば、何の為の委員会かわかりま

せんので、委員会で頂いたご提言を踏まえながら、ガイドラインを我々の方で作ってい

くという形になると思いますし、そこは特にこの委員会でスタンプを押していただくと

いう事ではないと思いますけれども、今の段階では是非頂いたご意見を踏まえた報告書
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を作って頂き、それをベースに我々の方でガイドラインを作成するというふうに考えて

おります。 
○ 國島委員長 はい。今の件につきましても、現時点で委員長としては、最終的な形と内

容については、本日いらっしゃる委員の皆様、これから先程も申しましたが色々なその

情報を公開したというようなパブリックコメント等々について、今から時間がございま

すので、出来るだけ斟酌したいと思っております。先程冒頭でも申しましたように、ど

うしても何も出そうもないと私が思ったらそれは出しません。出すべきである、こうい

うものであるという事であれば、それは勿論委員の皆様の意見を十分お聞きするつもり

ですが、何らかの形で出したいというふうに、そう思っております。何だかお返事にな

ったかどうかよくわかりませんけれども。はい、どうぞ。 
○ 原科委員 今のちょっとご発言で気になります。１つはそういう ODA 政策が変わりう

るのであれば、スケジュール的に来年の３月までという慌てたスケジュールの必要があ

るかどうかまず大きな疑問があります。この種の重要な案件に関しましては、４、５回

の検討で、結論を出すのは大変難しいですね。今日オブザーバーの方が沢山来ておられ

まして、大変社会的な関心も高いわけです。これを３月まででまとめてしまうというの

はどうかなと思います。このスケジュールで完成させる予定と書いておられますが、む

しろ来年度の前半くらいまで最初から時間を取っておいて対応するということでない

と、私はまともな結果は出ないと思います。それから２つ目は、成果物は当然報告書と

いう形で公表するべきだと思いますし、そのようにお答え頂きましたが、ただ最後に委

員長自身のご判断によって出さない事もあり得るとおっしゃいました。ただ委員長のご

判断で出さないという事はいかがなものかと思います。と申しますのは、このようなメ

ンバー構成の委員長の役割は議長を司るわけですから、議長役だと思っております。で

すから、むしろ委員長という表現ではなく議長と言っていただいた方がいいと思います。

ですから委員長が判断して出さないというのは大きな問題で、その場合私は辞任させて

頂きます。これはみなさんの合意で決めると思いましたので、今のご発言はちょっとい

かがなものかと思います。 
○ 國島委員長 すみません、ちょっと言葉が足りませんでした。最終的には今原科先生が

おっしゃったように、皆様方の合意に基づいてですね、事を出来るだけ決めるように致

しますが、冒頭も申しましたように、なかなか難しい問題で、私としても私なりに精一

杯努力してやりたいという事なので、その時はその時なったら考えるということです。

どうぞ。 
○ 川村委員 簡単な質問です。成果物とされているのは、ガイドラインではなくて、この

報告書と考えていい訳ですね。ということはそのガイドラインはその後で、案を作られ

ると、そういう理解でよろしいですね。 
○ 鈴木 はい。我々の方は議論の進捗を見ながら作業を進めさせて頂きますけれども、委

員会の報告の結果を待って、ガイドラインの最終案という事にしたいと思っております。 
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○ 國島委員長 はい、どうぞ。 
○ 伊藤委員 質問で別件でございますが、今回の委員会、先程委員長がおっしゃいました

が、私初めてであまり過去の経緯もわかってないので、今の場でなくてもいいのかもし

れないのですけれども、経緯のところで説明頂いた中で、この委員会を設置し、何の問

題を解決しようとしているのか、我々はこの委員会に与えられた問題が何であるかをは

っきりさせておく必要がある。ですから特に具体的なレベルで、今まで JICAさんは色々

ガイドラインを作ってやってこられました。おそらくこれに何か問題点が出てきたから、

今改定をするという事になって、我々委員が集められたのだというふうに思いますので、

その我々がこれからタックルしていくべき課題なり問題がいくつあって、主要のものは

何であるかという事を、はっきりさせておいて頂ければありがたいというふうに思いま

した。 
○ 國島委員長 はい、今の件は、委員会自体のやるべき事の内容と、それからいわゆるガ

イドラインそのものの内容と両方に関わる事だと認識しておりますが、今のことは委員

長（議長）、私としてよく認識しているつもりですので、今後当然議論に取り込みたい

と思っております。 
○ 石田委員 委員会の結果についてホームページを通じて公開とあるのですけれども、こ

れはどのようなもの、議事録だと想定されますが、お聞かせ願いますか。 
○ 國島委員長 これは、先程私が冒頭に紹介させて頂きました、ソフトの名前は

「CRANES（クレインズ）」というのですけれども、今日の委員会が終わって１０日後

には、どんなものかと必ず石田さんの目に見えることができますので、それをご覧にな

って頂けませんか。今言ったその公開して一般の意見を求めるという、来た意見も皆さ

んの意見も同様に、こうあるフォーマットで並べるようになっておりますので。 
○ 石田委員 私の方で認識がよくわからないのですが、これは委員長が考えられていると

いう事が JICA の・・・ 
○ 國島委員長 いいえ、違います。私が引き受けた時に、情報公開されますと言われた時

に、どうやるのですかと聞きますと、議事録等を公開し、ホームページ上で問題やパブ

リックコメントを取りますということでした。それだけだったら今までいくつか先進的

にやられている事と同じですねというふうに伺いましたら、そうですとおっしゃったの

で、私自身はそれだけでは本当に色々な立場の方の意見がうまくはっきりと明瞭に必ず

しも取り込めていないと、ずっと委員長として思っており、少し私なりに今迄より進ん

だ形で、色々な立場の意見を明解に取り込めるシステムを是非ともこの委員会に適用し

て頂きたいという事をお願いして、うんと言っていただいている状態です。 
○ 富本 若干補足致しますと、ご質問の主旨と議事録の公開、これは記名入り縮合で入れ

ます。「あー」とか「うー」とかはちょっと省略すると思いますが。今委員長がおっし

ゃったようなシステムで、外部からの意見もそこに取り入れられるようなシステムを作

ろうと思っております。よろしいでしょうか。 
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-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 さて、少し先に行きましょう。次の資料６番、JICA 環境社会配慮の歴史

的経緯と現状についての説明ということで、これも１０分以内ということでお願いしま

す。 
○ 鈴木 それでは資料２と右方に書かれております、JICA 環境社会配慮の歴史的経緯と

現状について、項目で整理しましたのでご説明致します。これに現状というところに、

まさに我々が今後やるべきこの改定にあたって、検討すべきという事項がある程度ご理

解頂けているのではないかというふうに考えております。１つ目が環境社会分野の取り

組み体制でございます。ガイドライン導入以前も JICA 自身は事業特性に応じまして環

境社会配慮を行っておりました。88 年に第一次の、99 年に第二次の環境分野援助研究

会を設置し、環境協力への提言を行いました。また、97 年と 98 年には、開発調査事業

における環境配慮強化に向けて、これは内部の検討を行っております。取り組み体制と

しましては、専門家養成研修・職員研修等を通じまして人材養成を行っております。環

境配慮ガイドライン、現在のガイドラインについてです。先程から繰り返し申し上げて

おりますが、90 年の最初のガイドラインが「ダム建設計画に係る環境インパクト調査

に関するガイドライン」というのを作成致しました。94 年にかけて、開発調査の事前

調査を対象に 20 セクターのガイドラインを導入致しました。ここで、スクリーニング

やスコーピングの調査手法といったものを導入しております。情報公開の現状でござい

ます。事前調査時と最終時の報告書を図書館で公開しております。ガイドラインの運用

状況でございます。ガイドラインの運用については、先方政府に環境配慮に関する提言

を行うことを含めて、各事業部が事業特性に応じて判断を行っています。JICA 自身が、

これは後ほど出てくる部分でございますけれども、JICA 自身が環境アセスメントをす

る主体ではない、主体は先方政府という位置づけで環境配慮といったものをすべしとい

った提言を先方政府に、事業特性に応じましてこれまで行ってきているという点でござ

います。住民参加でございます。これは程度に差はあるものの、住民参加型案件を含ん

だ技術協力案件の特性に応じた対応を行っていると。これは特に 90 年以降ガイドライ

ンを導入した際に住民参加の視点というのを盛り込んでおりまして、その段階で必要な

住民参加を行いつつ、案件を実際に実施しております。技術協力案件の形成については、

事業部の判断により、調査団や専門家の派遣を通じて環境社会配慮の支援をしています。

これは先方政府自身が環境社会配慮といったものに対しての、制度的あるいは能力的に

不足すると思われた時には技術協力の手段を、冒頭に JICA として技術協力という特性

があると申し上げましたが、そういった技術協力という手段を通じまして、調査団の派

遣、具体的には専門家の派遣ということになりますが、先方政府に配慮を行うように支

援を行っているという点でございます。次に、要請の検討でございます。これは途上国

側から実施して欲しいという要請が参ります。その要請を検討するにあたりまして、事

業部、これはそれぞれ社会開発、鉱工業、農業といった各事業部。地域部、JICA には
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地域ごとの計画をみております地域部というのがございます。アジア１部、アジア２部、

アフリカ中近東主部、中南米部と４つございますけれども、その地域部と必要に応じま

して、私ども環境女性課も検討を行っております。可能な限り、環境社会配慮をその段

階で問題がないかどうかを検討しておりますが、そちらにもありますように、本来でし

たら環境・女性課、私どもの課が、全要請の環境社会配慮面のチェックをしていかなけ

ればいけない事かと思われますが、マンパワー的な問題から全要請の案件を実施するの

は、体制的には不十分だと認識しております。次が、環境アセスメントへの支援という

事で、統一的な分類基準はないものの、支援する内容については事業部がケースバイケ

ースで判断し、行っている。どういう時に先方が実施する環境アセスメントを支援して

いるかというと、統一的にこの場合はこうするといったような分類基準はございません。

我々のほうで、またどういう内容で先方の環境アセスメントを支援するかといったもの

も、統一したスタンダードなものというものはございませんので、内容に応じまして各

事業の特性、社会開発であるとか農業であるとか、それぞれの事業の特性に応じまして、

ケースバイケースで見ながら必要な支援を行ってきているという状況でございます。フ

ォローアップ調査。調査が終了したプロジェクトにつきまして、フォローアップ調査を

実施しております。これは実際に、どのように我々の提言した環境社会配慮といったも

のが実施されているかについてのフォローアップを行っているという状況でございま

す。以上が歴史的経緯と現状でございますが、今申し上げましたように、我々の問題と

いいますか、我々が今回是非ガイドライン改定にあたりまして、ご議論頂きたいし、改

善してきたいと思いますのは、やはり 20 セクターの環境配慮ガイドラインは存在致し

ます。主に調査開発部門を中心としたものでございますが、ございます。セクター全体

を通じた統一的な考え方、統一的な手続き、統一的な理念といったものが、現在の我々

JICA の方では保有しておりません。そういった意味で 20 セクター全体をカバーするよ

うな統一的な概念・考え方・手続き・情報公開のあり方・JICA としての技術協力のあ

り方も含めて、そこを是非ご議論して頂きたいと思っておりますし、そこに必要な体制

といったものがどうなのか、それも議論して頂きたいというふうに考えております。以

上でございます。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。今のご説明で何かご質問はございせんでしょう

か。どうぞ。 
○ 森嶋委員 ほぼ中ほどに特に書いてありますガイドライン運用状況の中に、最終的には

各事業部が事業特性に応じて判断をしているということなのですが、最終的には、企

画・評価部というのは最終案の判断に加わるのですか、加わっていないのでしょうか。

そこら辺がちょっと気になるのですが。 
○ 鈴木 我々の方で実際に環境配慮が必要なものが全案件かといいますと、それほど環境

的にもインパクトを与えないものというのも当然ございますので、それはそういった意

味で全ての案件に環境配慮のラインにいれるのかというとそうではないとは思います。
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我々の方で必ず実施計画書は確認しておりますし、具体的にどういう方にスクリーニン

グやスコーピングを行っているのか、私ども環境女性課あるいは、国際協力専門員等、

環境分野の専門を持たれた方々が実際の委員会等に参加したりして、そのあたりはフォ

ローするといいますか、状況を確認するようにしております。ただ、絶対に事業部ごと

にといいますのは、JICA の規定上絶対にこれは環境ガイドラインに沿って、当然なが

ら事業部も環境社会配慮が必要な案件というのはきちんとわかりますのでそこはやり

ますが、やらないと罰せられるとかそういった事はございません。そういった意味で事

業部ごとにケースバイケースだという表現ぶりを取らざるを得ないということになり

ます。 
○ 國島委員長 森嶋委員、今の回答でよろしいですか。 
○ 森嶋委員 あえて追加質問しますと、最終判断をする時に環境を担当している人たちと

事業部との意見が異なる場合があると予測するのですが、その時にはどのような最終的

な決断を下されるのか具体的にお答え下さい。 
○ 富本 私、事業部の経験もございますし、現在はそういう環境配慮担当部の次長をして

おりますけれども、それぞれのその部の立場というのは当然あるわけでございまして、

経済的にも技術的にも非常にいい案件があるというような場合、事業部の方は是非これ

を進めたいという勿論意思が働くわけでございますけれども、従ってそれに対して非常

に大きな環境とか社会に影響があるということであれば、まずは現在のところでは、調

査団の中に十分その環境の事、社会の事がわかる団員を必ず入れるようにと、それも十

分な期間、調査項目を設定して入れていただくようにと、勿論こちらも予算の範囲がご

ざいますので無限にいるというわけにはいきません。そういったその判断というものが

あろうかと思います。しかしその現時点では、そういう事でございますけれども、将来

におきましては、場合によってこの案件の影響が大きいということであれば、むしろ中

止するとかですね、形を変えるというようなこともあるかなと考えております。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。他によろしいですか。この内容について。原科

先生どうぞ。 
○ 原科委員 次の資料３にございますので、ご説明があると思いますけれども、99 年に

設置された第二次の環境分野別援助研究会ですが、私もそのメンバーでしたが、その結

論・結果が紹介されております。その情報としましては、せっかく報告書があるのです

から、報告書を皆さんに配布していただくとか、そのような事をしていただかないと、

あまりにも素っ気無く正確に伝わらないと思います。特に我々は合意を得るべく議論し

たのですが、報告書の中には委員会としての結論ではなくて、各委員の、個人のという

格好で表現しましたので、尚更これは報告書がないとうまく伝わらないと思います。で

すから、勿論これもいいのですが、これだけでは不十分です。情報公開することは、委

員長もおっしゃったように、プロセスですよね。どういうプロセスで、こういった結論

におまとめになったのかわからないですから、是非もうちょっと積極的に情報公開して
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いただきたいと思います。 
○ 國島委員長 ありがとうございます。これは前向きに受けていきたいと思います。では

今の話題がありましたから、続いて、資料３に従って第二次環境分野別援助研究会の提

言についてご説明していただけますか。 
○ 鈴木 はい、かしこまりました。それでは、資料３に基づきまして、第二次環境分野援

助研究会の提言についてご説明致します。 
○ 國島委員長 ちょっと待ってください。それが今の、原科委員がおっしゃった、資料２

の最初のかっこの中に関係する事なわけですね。 
○ 鈴木 はい、99 年に第二次の環境分野援助研究会というこれでございます。はい、ご

説明致します。その中、実はこういう厚いものでございましたので、大変、おっしゃら

れたように素っ気無く端を折らせて頂きまして、誠に申し訳ございません。コピーをさ

っそく取りまして、委員の皆様方には少なくともお送りいたします。ただ、ホームペー

ジ上でもこれは公開している報告書でございますので・・・ 
○ 國島委員長 全文が公開なのですね。 
○ 鈴木 はい、全文公開になっているはずでございます。確認致します。全文公開と理解

しておりますが、全文公開しているはずでございます。私自身ホームページ上で、クリ

ックして見たことがないものですから。そういうふうに聞いておりますが、確認させて

頂きます。もしホームページ上に全文出ていなければ、全文早速ホームページ上で公開

するように手続きしたいと思います。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 では、資料３のご説明をお願いいたします。 
○ 鈴木 はい。まず一点目。透明性の確保と情報の公開ということで、技術協力案件リス

トやその概要、事前評価の成果、終了時点での評価等をホームページへ掲載し、その活

動内容や実績・成果を広く知らしめるとともに、国民から寄せられる疑問・質問に積極

的に答えるために必要な体制作り、これを行うべしというご提言がございました。情報

公開と透明性でございます。各段階における、評価等、終了時だけでなく各段階におけ

る情報公開という事でございます。二点目。地域別、国別、セクター別アプローチ及び

プログラム・アプローチ。当該地域の特殊性や相手国の現状を相対的に把握した上での

案件の形成と実施の必要性。非常に当たり前のことではございますけれども、その地域、

国、それぞれの特性、相手国の現状を踏まえた上で、セクター別あるいはプログラムと

して総合的にアプローチすべしという点が、二点目の提言でございました。三点目。環

境対処能力の向上。プログラム・アプローチや参加型アプローチの重要性を強調。また、

途上国の自助能力の向上のために、協力の過程を重視ということで、ただ単に１セクタ

ーとしてアプローチするのではなく、包括的なプログラムとしてアプローチする事、且

つ参加型のアプローチというものを重視する提言でございます。また途上国自身が、自

分自身で対処し、環境に対して解決できるための能力を向上するために支援すべしと。
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その支援は、協力のプロセスといったものを重視していきなさいというご提言でござい

ました。四点目。JICA 事業の改善ということで、我々に対してのご提案、事業に対し

ての一般的なご提案でございます。幅広い環境分野を包括した支援フレームワークの作

成。環境分野、幅広い分野でございます。これを包括した形でフレームワークを作成す

べしという点でございます。それから、環境面だけでなく、住民移転を含んだ社会面に

より配慮した環境、社会配慮とすべきという事でございます。三点目。報告書案や最終

報告書のホームページでの公開等、情報の提供と公開という事でございます。報告書の

案や、我々開発調査実施にあたっての最終報告書をホームページできちんと公開する、

あるいは情報を提供するという点でございます。非常にこの厚いものからサマライズし

たにしては、非常に短いのですけれども、ポイントとなり且つ今回の検討委員会に非常

に関係深いと思われるものにつきまして、我々の方でピックアップをさせていただいて

おります。以上でございます。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。何かご質問はございませんか。吉田先生どうぞ。 
○ 吉田委員 クラリフィケーションですけれど、ホームページで公開するというのは、受

け入れ側の国で、例えば、JICA が技術協力案件をタイで行っているとしますと、タイ

の JICA オフィスのホームページに、タイ語で情報を公開しているということですか？ 
○ 鈴木 こちらの４番目のホームページでの公開ということでございましょうか。提言の

部分の・・・ 
○ 吉田委員 一番目 
○ 鈴木 一番目。まだ提言でございますので、我々が実施していることではなくて、こう

すべしというご提言でございます。現在はそういった段階でのタイ語でのといったもの

はやっておりません。 
○ 吉田委員 提言というのはそういう提言になったのですか。日本語で日本の JICA のホ

ームページにタイでのプロジェクトの内容を載せるという提言だったのですか。それと

もタイで行う JICA のプロジェクトの主体はあくまでタイ国民なので、タイ語でタイの

JICA オフィスのホームページに載せるという提言だったのですか、どちらだったので

すか。 
○ 鈴木 はい、そこまでのディテールの提言ではございません。ホームページ上できちん

と知らしめるべしということでございます。我々としては勿論 ODA を使っております

ので、日本の一般の方々に対する公開とあわせて、当然ながら現地の方々に実際には影

響を及ぼすという事業でございますので、そこも当然ながら今後は考えていかなければ

ならない部分はあると思います。 
○ 國島委員長 どなたかご関係の方がいらっしゃったら、今の、吉田委員のご質問に明快

にお答えできる方がいらっしゃれば答えて頂けますか。 
○ 森嶋委員 ホームページでは英語でも流していますよね。 
○ 鈴木 英語でも流しております。 
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○ 國島委員長 タイ語はいかがなのですか？ 
○ 原科委員 そのタイ語について確認した方がいいのですが、基本的な考えはきちんと伝

えることです。ただコストの問題がありますからね。あまりあれもこれも出来ませんが、

最低限日本語と英語があって、あと現地語は可能な限りというのが、通常のあり方と私

は認識しています。これは人によって考えは違いますが。 
○ 國島委員長 あとで確認し、ご報告頂いて委員の方には共有にすることとします。すみ

ませんが、今明確な答えがないということで。 
○ 高橋委員 小さなクラリフィケーションなのですけれども、資料の第二項目の地域別、

国別、セクター別アプローチ及びプログラム・アプローチの説明の中で、「現状を相対

的に把握した上で」という表現の意味がちょっとわからないのですが。「相対的に把握

する」というのはどういう意味なのでしょうか。 
○ 鈴木 提言の中に実際にこちらに書かれていた言葉でございます。申し訳ございません。

相対的にというのは、ちゃんとお答えできません。もう少し提言のところを、一回サマ

ライズしてしまいましたので、そこの部分の原文の方にあたりまして後程お答えしたい

と思います。 
○ 國島委員長 ということと、その原文そのものをここでこう紹介して頂いたのですから、

委員の方にホームページで勝手に見ろというより、もうちょっと親切に何か読みやすい

形で、配布して見て頂くということでいかがですか。では、お蔭様で、あと資料４と５

が残ったところで今３時１０分ですので、出来ましたらこの４と５を、続けて１５分く

らいで説明していただいて、そうしますとちょうど・・・はい。 
○ 原科委員 資料のことでもうひとつお願いがございます。今第二次環境分野援助研究会、

これは基本的に公開ということで参りましたので、このように対応していただいてよろ

しいのですが、こういったガイドラインに関します研究会の作業というのを JICA で行

い、これは私も委員だったので、ワーキングループを頼まれプロジェクト別の研究会と

いう、これは現場の方とご一緒に、まさにこの建物の中でやりました。ところがその報

告書を作るドラフトまでいったのですが、最後の段階でストップしてしまいました。私

は大変疑念を持ちました。どうなってしまったのだと。ですから、これは公開できない

からここに出てこないのか、あるいは今ちょっと未完成だから途中段階なので公開しに

くいのか、その辺はっきりして頂きたいです。せっかく私は時間を使ってお付き合いし

たのに、これは駄目になったというのは非常に国家公務員としてよくないですよ。公務

員として時間使って仕事したのに、成果が国民に還元されないのはよくないので、是非

あれは少なくともこの資料としては配布して頂きたい。公表の仕方は、未完成であれば

問題あるかもしれませんが。 
○ 富本 はい、富本がお答え致します。先生のご指摘のものにつきましては、未完成でご

ざいます。そういう意味では、現在のところ公開できません。ただし、平成９年度、１

０年度につきましての、このプロジェクト研究についての成果品は出来ておりますので、
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これは適宜お配りしたいと思っております。以上です。 
○ 原科委員 でしたら、途中段階のものという条件つきで、この委員会の資料として是非

提供して下さい。そうすればそういったものを元に、これは具体的な提言が入っている

のですよ。ですから、今日の、これからの委員会に大変役立つはずなのです。その辺に

対するご検討も少しして頂いたようなので、是非これはお願い致します。 
○ 富本 関係部がございますので、関係部とよく協議させて頂きます。よろしくお願い致

します。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 その件は委員長が責任を持って、取扱かうように致します。それでは、冒

頭、委員の皆様にお願いしましたように、今から資料の４と５を説明して頂き、その後

順番に、多分、今日の、恐縮ですが、委員会名簿の順番にお一人ずつ、どの問題の件に

ついてでも結構ですので、お一人ずつ、ご意見あるいはご質問なんでも結構ですのでそ

れを伺いたいと思いますので、あらかじめご説明をお聞きいただくと同時に、その後の

色々なご発言等について、ちょっとマルチジョブでお願いして申し訳ないですけれど、

そのつもりで、４、５あわせて１５分以内で説明して下さい。お願いします。 
○ 鈴木 はい、わかりました。それでは資料４からまず始めさせて頂きます。一応あちら

のオーバーヘッドプロジェクターの方にも映しているのですが、見にくい網掛けが、あ

まりちゃんと映っていないようですので申し訳ございません。資料４の方が場合によっ

ては見やすいかもしれません。それでは進めながら、ちょっと見えるようになれば、そ

ちらを見て頂きたいと思います。まず資料４はどういったものかと言いますと、JICA
関連事業のプロセスとガイドラインの適用範囲ということで、図示したものでございま

す。多少は違いますでしょうか。大丈夫でございますか。今回のガイドライン、JICA
の全事業に適用するということで考えております。ただその中でも特に、ガイドライン

として環境社会面のインパクトを考えなければならないものを大きく３つ挙げられる

と思いまして、代表例を出しております。１つが、開発調査。１つが、無償資金協力。

１つが技術協力プロジェクトというものでございます。まず左側の開発調査、それぞれ

重なっている部分あわせてご説明致します。一番上の網掛け、基本的にこの網掛けの部

分が JICA としての実際に業務として権限が与えられているものでございます。案件検

討につきましては、権限というよりも、これは外務省さんの方に、この案件の中身はど

うだというのを、提言するといった主旨になりますけれども、まず開発調査、無償資金

協力、技術協力プロジェクトそれぞれについて、まず新規の案件を検討致します。これ

は途上国からこういう案件をやってほしいという要望がきた場合、それが環境社会面で

どのような影響があり得るのか、それを検討するという意味での網掛けでございます。 
○ 國島委員長 どこを説明しているのか、よくわからないのですが。 
○ 鈴木 一番上でございます。 
○ 國島委員長 誰か、事務局、指を指してくれませんか。 
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○ 鈴木 すみません。一番上の四角でございます。ここの段階で JICA の方で、環境社会

配慮がどのように出来ているかというのを検討することになります。上流でございます。

今回適用の範囲として我々、検討内容に入れていきたいと思っていることでございます。

この結果、検討した結果を外務省さんの方に、実際にこの案件はこうだというような形

で助言といいますか、提言を行うことになります。外務省さんの方で、それを受けて案

件検討され、それをベースに実施指示、それぞれものによって予備調査指示という言葉

が違うものがございますが、JICA にこの案件を実施しろという指示を外務省さんの方

から頂くことになります。その下、それぞれについてご説明致します。開発調査につき

ましては外務省さんから、一番左側、今ペンで指しているところでございます。実施指

示までは外務省さん、その下の網掛け部分からが、JICA の責任範囲で実施すること、

このガイドラインの適用の部分になります。JICA は事前調査を行います。事前調査の

結果を、報告書を公開すると。それからその次に事前評価を行います。そして事前評価

の報告書を公開すると。次に本格調査。これがいわゆる実際に、例えば道路建設であれ

ば、どのような道路の案件がふさわしいのかというような、フィージビリティスタディ

であったり、あるいは計画を作るマスタープランであったりという、いくつかのオプシ

ョンがございますが、その程度に応じますが、ここで本格調査を実施すると。その過程

で先方政府が実施する環境アセスメントに対して支援を行うという経過が出てくると

思います。そして最終報告の段階で公開すると、この事前調査の段階から事前評価、本

格調査までを今回の環境ガイドラインでカバーする。その結果は、そこに資金協力事業

と書いてありますが、JBIC であったり、世銀であったり、アジア開発銀行等の資金協

力に繋がっていくということになります。そこの事前の評価のところまでが、開発調査

での JICA の所掌の業務ということになります。次の無償資金協力でございます。案件

検討の一番上流は同様でございます。それに基づきましてといいますか、それを参考に

外務省さんの方から案件検討、予備調査の指示というのが参りまして、JICA として予

備調査を無償資金協力で行います。実際の基本設計にあたる前に、必要な情報を収集す

るということで、環境社会面でのレビューといったものも、この予備調査の段階で行う

ことになろうかというふうに考えております。報告書を公開し、その結果を外務省さん

のほうにお渡しし、外務省さんの方から実施の基本設計調査を実施しろという指示が頂

くことになります。それを受けて JICA の方で基本設計調査を行い、基本設計報告書の

公開を行っていくということになります。これを受けましてその後、閣議、交換公文、

無償資金の実施は、実際には外務省さんの事業となっておりまして、JICA の責任範囲

ではございませんが、今回の環境社会配慮ガイドラインにおきましては基本設計調査の

段階で実際の無償資金協力の実施にあたっての留意事項等の提言を盛り込むというよ

うな形で、そこの部分閣議以下は白紙になっておりますけれども、ここについて全く手

当てをしないということではなく、ガイドラインの中で一定程度の提言をさせて頂き、

外務省さんがそれを参考に事業をしていただくというような形で対応できるかという
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ふうに考えておりますので、内容的には外務省の無償資金協力の部分も一定程度を含む

ような形なろうかというふうに考えております。ここについてはまた、外務省さんの方

から補足説明等を頂いてもよろしいかと思いますが、後程またお願い致します。技術協

力プロジェクトでございます。これは上流の案件検討ところは同様でございます。JICA
の方で環境社会レビューを行うということになります。案件検討のあと、外務省さんの

方で案件検討、実施指示と参りまして、その後、JICA が実際に実施まで全部所掌して

いるところでございます。事前調査を行い、報告書を公開し、事前評価を行いまして、

事前評価の評価表を公開し、実施協議、ここで具体的にどのような協力を行うかという

のを先方政府機関の方と取り交わす実施協議という文書を取り交わします。その文書に

ついては公開をすると、その後技術協力事業として JICA 自身がプロジェクトを実施す

るということになります。ここにつきましては、JICA 自身が実施の責任を負っている

ということになります。最終的な評価まで JICA は責任を担っておりますので、終了時

の評価、報告書までの、公開までのプロセスを JICAが実施するということになります。

従いまして今回のガイドラインの適用として考えておりますのは、JICA の環境社会配

慮ガイドラインでございますので、JICA の所掌業務ということで網掛けの部分にさせ

て頂きました。しかしながら無償資金協力については先程も申し上げたような、手当て

の仕方があって、そこの白地の部分も一定程度のカバーはできるのであろうというふう

に我々考えております。続きまして、資料５に参りさせて頂きたいと思います。このプ

ロセスについて、詳細につきましては、関係部の部長等出席しておりますので、またご

質問等あればそちらの方からもご説明させて頂けるかと思います。資料５に参ります。

ガイドライン改定に対する JICA の基本的考えということで、ご説明致します。今回改

定委員会で実際にお願いをしていただくにあたって、我々としてこういうふうに考えて

いきたいという提案を整理したものでございます。１点目が環境社会配慮の実施主体者

ということでございます。環境社会配慮の実施主体は先方政府であり、JICA は先方政

府が行う配慮を支援する立場であると、JICA 自身が環境アセスなりを、実際に現地で

行うということではないということでございます。あくまでも先方の自助努力を支援す

るということです。このガイドランは JICA が行う支援に適用され、JICA は本ガイド

ラインを遵守する義務があるということで、JICA が行う支援は、このガイドラインを

遵守して行うということでございます。次が環境アセスメントへの支援範囲ということ

でございます。技術協力案件が環境や社会に与える影響の程度や先方の実施体制に応じ

て、先方政府の実施する環境アセスメントに対して適切な支援を行う。これはあくまで

も環境社会配慮を行うべきは先方政府でございますので、先方政府がもし能力が欠如し

ている場合、そしてその案件が環境や社会に与える影響が大きい場合に対しては、JICA
としてその能力育成に対して、あるいはアセスを行うにあたっての適切な支援を行って

いくということが２点目でございます。３点目、先方政府に対する環境社会配慮の働き

かけ。これは事業の各段階において適切な環境社会配慮が確保されるように先方政府に
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JICA の側から働きかけるということを考えております。また、先方政府の環境社会配

慮が不適切と判断される場合には、先方政府及び我が国政府に対して案件の中止を求め

る。これは我々の基本的な考え方でございます。不適切と JICA 自身が案件を実施する

と言いましても、実施の主体は先方でございますし、且つ資金協力等になりますと JICA
自身がそこの資金の責任を担っていないということもございますので、先方政府が十分

ではないと言ったときに対しては、配慮が十分でないと判断される場合には中止という

ものを JICA の側として求めていきたいという意見が３点目でございます。４点目でご

ざいます。情報公開の促進。事業の各段階での報告書をすみやかに公開する。先程のフ

ローの中で、事前報告書公開ですとか、事前評価表公開というふうに挙げましたけれど

も、それぞれの各段階で報告書をすみやかに公開するということを考えております。そ

れから５点目。ガイドラインの適切な実施・遵守の確保。環境社会配慮を支援する機能

の強化等、ガイドラインの適切な実施と遵守を確保する体制のあり方を検討する。JICA
内の体制でございます。先程環境・女性課のほうで全部見ているのですかというご質問

がございましたけれども、このガイドライン作成後ですね、遵守するにあたっては、体

制的な整備も必要だろうと思っておりますので、そのあり方も検討していきたいと思っ

ております。先生、あと３分くらい大丈夫ですよね。 
○ 國島委員長 結構です。 
○ 鈴木 最後の点でございます。JBIC や国際機関等のガイドラインとの整合性というこ

とで、基本方針、目的、基本的考え方、スクリーニングの基準、環境社会配慮を支援す

る内容等は、JBIC 等の参考とすべきガイドラインとの整合性を図る。JBIC 等と書き

ましたが、JBIC だけでなく遵守すべき世銀等、他の事業もあろう、ガイドラインもあ

ろうかと思います。この中で JICA の技術協力あるいは、事前の調査といったものに、

適切な実際に反映し得る内容のものは、JICA としても十分視野に入れて、その整合性

をもたせる形でガイドラインを作っていかなければならないというふうに考えており

ます。これは今回の改訂にあたって、我々としてもっている基本的な考え方でございま

して、これについて、あるいはここはこうすべきではないというようなものがあれば、

また是非ご意見を頂きたいと思います。どうもありがとうございました。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。ということで皆様方のご協力のおかげで、今３

時２５分ですので、今直近のガイドラインの内容に関することでも結構ですし、冒頭の

議論の進め方、全体のプロセスのことについても結構ですので、今日は本日の名簿の順

番で原科委員から森嶋委員と順番に、お一人様３分・・・質問ですか？どうぞ。 
○ 藤森委員 今資料４、資料５、２点クラリフィケーションをお願いしたと。まず資料４

の無償資金協力につきましては、事業主体は外務省さんということですよね。事業主体

は。従って JICAはあくまでもサポートの立場であるという理解でよろしいでしょうか。

これが１点目。２点目は資料５の（２）のところの、環境アセスメントへの支援範囲で

すが、下の解説では技術協力案件に限って適切な支援を行うという書き方になっており
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ますけれども、この書き方、資料４で開発調査、無償資金協力、技術協力プロジェクト、

３つのプロジェクトのタイトルにつきまして、ご説明があったのですけれども、このア

セスメントの支援については技術協力案件だけに限って、記述されているのはなぜでし

ょうか。という２点につきましてご説明をお願いしたいと思います。 
○ 國島委員長 どうぞ。事務局からご説明を。お答え下さい。 
○ 沼田委員 技術協力課長の沼田と申します。今のご質問の無償資金協力、これ全体の責

任を持っているところという意味から言えば、外務省無償資金協力課、JICA はあくま

でも側面的支援をするということであります。あわせてこの表でいくと、いわゆるその

案件検討を、JICA が案件検討、スクリーニングをします。その上で外務省に持って行

きます。外務省が案件検討をして、「実施指示を出します。」、あるいは「予備調査指示

を出します」と、書いてある部分は、今日ここに並んでいるように私ども役所から、外

務省をはじめ、農水省、経産省、環境省、国土交通省と来ているように、この外務省が

案件検討するというところでは、基本的に外務省が主管官庁として、JICA から「その

案件を、こういうもので検討したい」という事があがってきた後、外務省としては関係

省庁と知見を得て、この案件であれば政府ベースの技術協力事業として適当であろうと

いうことから実施の指示を出す。こういう仕組みになっています。それが補足説明であ

ります。 
○ 國島委員長 何かちょっと事務局から何か補足あります？よろしいですか？ 
○ 鈴木 いえ、２番目のご質問について・・・ 
○ 國島委員長 最初のはよろしいですか？今ので。はい、わかりました。 
○ 鈴木 ２番目のご質問の資料５の方の（２）の環境アセスメントへの支援の範囲という

ことでございますが、これは技術協力案件といいまして、開発調査も含め、そこでいう

技術協力プロジェクトということだけでなく開発調査につきましても、我々そうでござ

いますし、無償資金協力の要すればその基本設計以後のところになるんだろうと思いま

すので、基本設計までは我々の方で必要な調査を実施しながら、先方の支援を行うとい

うことになると思うのですが、それについては実施体制に応じて先方政府が実施する環

境アセスメントに対して適切な支援を行うという意味では、同じでございます。どれも

含められるというふうに考えて頂ければよろしいかと思います。 
○ 國島委員長 よろしいですか。はい、どうぞご質問が・・・ 
○ 森嶋委員 関連質問で聞き逃しかもしれませんが、開発調査及び無償資金協力の前半の

方でこのガイドラインを適用しているわけですが、後半の方は事業の主体が変わるわけ

ですね。JBIC だったり外務省だったり、最終評価は JBIC と外務省がやるわけですけ

ど、そこ結果のフィードバックが JICA になされているかどうかをお答え下さい。 
○ 富本 お答え致します。評価の結果につきましては、JICA が評価する場合、それから

JBIC さん、それから外務省さんがやる場合、全ての場合フィードバックをしておりま

す。はい。 
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-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 よろしいですか。それでは冒頭お約束させて頂きましたように・・・ちょ

っと電気をつけていただけますか。順番に３分ということで、ご努力、是非ともご努力

頂き、とにかく１回各委員の色々なお考えや、あるいはご提案を順番に聞かせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い致します。事前に今の、原科委員やあるいは石

田委員、あるいは松本委員から色々な案件に関しまして、ご意見を活字にして配ってい

ただいておりますが、これはもう当然委員の皆様はご覧いただいているという、その場

で説明していただいても結構ですし、こうやって配って頂いたものは先程冒頭申しまし

たように、今日の議事録の中に内容も含めて取りこむ様にさせて頂きたいと、委員長と

しては思っておりますので、そのつもりで是非限られた時間ではございますが、色々な

ご意見、ご提案を頂きたいと思います。先頭バッターで恐縮ですが、よろしくお願いし

ます。 
○ 原科委員 時間が限られるというのはなかなか難しいですね。我々がすることは、よく

学生にしていることでございますけれども。では今日は学生になったつもりで頑張りた

い。余計なことを言ったら時間がなくなってしまいますね。そこで早速ですが、お手元

にさっき追加でお配りしたように、環境アセスの本質は、意思決定過程の透明化。これ

見て頂きたいのですが。ここに書きましたが、どういうことかと言いますと、環境アセ

スメントの機能というのは、これは環境配慮を行ったということ、これは事業主体が、

社会に対して説明しています。アカウンタビリティーを満たすことが環境アセスメント

の機能ということですね。これは機能でございます。その機能を満たすためにはですね、

まさにプロセスです。どういうようなプロセスで環境配慮をしましたかというのを、こ

れを示さなければいけません。だから結局意思決定過程を環境配慮に関する意思決定過

程を透明化しなければならないということで申しております。あとは私のバックグラウ

ンドも出ております。ご覧頂きたいと思います。そこで今回の環境社会配慮ガイドライ

ンの改定につきましても、これまでの JICA の中で色々な詰めがございますので、第二

次の環境分野別研究会、検討会でこの検討結果や、さっき申し上げたプロジェクトに関

する研究会、ワーキンググループの作業結果などそういったものを是非活かして頂きた

いとさっき申し上げた次第でございます。そういうことですが、まずなんと言っても大

事な議論の進め方でございまして、私はこのような重要な問題に関しましては四回から

五回で結論を出すのは物理的に不可能だと思っております。まずフレームワークといた

しましては、３月の末までに結論を出すということは、これはうまくいけば結構ですが、

しかしその可能性は非常に低いと思いますから、締め切りというのはちょっと他へおい

ていただいて来年度くらいまでかかる可能性があるぞと、しかし我々としては出来るだ

け早くですね、よいガイドラインにしてもらいたいと思いますので、何も時間をかける

必要はない、できるだけ早くやりたいのですが、ただ締め切りが引き迫っているとなる

と、どうしても議論が十分でない恐れがありますから、その辺は是非そのスケジュール
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に関してはきちっと考えて頂きたいと思います。これが一点です。それから第二点は、

今日の委員長の進め方は、大変素晴らしいと思いますが、ただ委員長の権限といいます

か、議事、進行であれば、議長という表現に変えていただきたいですね。そうしないと、

何かどこかで最終段階で、委員長に任せますということにしてしまうと、またややこし

くなってしまいます。これを恐れますので、是非この要項のところは議長という表現に

していただきたいと思います。私は議長の今日の進め方は、私は大変よろしいと思って

おりますので、今後もこのような形でお願いしたいと思います。これが第二点でござい

ます。まだ若干時間がありますね。そこでもう一つは、委員の構成なのですが、これは

お手元の資料がございますように、どうも委員の構成が、やはり行政の方にバランスが

ちょっと重すぎます。これだけたくさん行政の方がいらっしゃる。全部で７名、８名で

すか。それで NGO とかそういう方、非常に少ないですよ、これに比べると。その辺の

バランスはどうなのかなと思います。我々専門家集団よりも多いのですよ。関係者の方

は。普通こういう委員会で、官庁の方が入るのはあまりない。私も色々な委員会の委員

長をやっておりますけれども、今も財務省の委員会をやっておりますが、こういうのは

珍しいです。ちょっとその辺が気になりますので、バランスを取って頂きたい。そのよ

うな意味では、NGO で、これは JBIC の検討会の時に、２つ大きな NGO が頑張りま

して、地球の友ジャパンと、メコン・ウォッチ。この両組織の方が大変頑張ってきたの

で、そういった方々も委員に入れて頂ければ、バランスを取れるかなと思います。ただ

人数が増えすぎますから、難しいとは思いますが、その辺を是非ご配慮頂きたいと、こ

れが３点でございます。もう時間だと思います。 
○ 國島委員長 ありがとうございます。では次に一巡はとにかく色々ご異論やご意見がお

ありかと思いますが、とにかく一回、委員の方にご発言頂きます。特段ない場合はパス

していただいて結構です。では、森嶋委員よろしくお願い致します。 
○ 森嶋委員 はい、わかりました。まず自己紹介を簡単にさせて下さい。広島修道大学の

森嶋でございます。実はこの４月から大学に身をおいておりますが、３月までは JICA
と同じ特殊法人の環境事業に３４年間勤めてまいりました。今日は意見を述べるまでに

至りませんが、先程深田部長からお話にありましたように、JICA が初めて環境配慮ガ

イドラインを作られましてから、色々な試行錯誤してここまできたんだと思いますが、

この１０年間の変化というのは非常に大きいと思います。特にリオサミットがあって、

ヨハネスブルクのサミットがあってと、この間に起きた変化は、非常に幅が広いし、深

みもあります。このような背景の元でこの委員会をまとめていくというのは大変な作業

であると意識をしております。特に JICA を取り巻くステークホルダーの大きな変化、

私はこのことを大変気にしております。ということで、少しでもお役に立てる議論に加

わりたいと考えております。２つ目は、私もこの第二次環境分野別援助研究会の方に原

科先生と一緒に加わりました。非常に短い期間であれだけの事をまとめたのですが、私

はその委員会で非常に感激したことがあります。私も色々な委員会に参加しますけど、
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初めての経験でした。非常に立派な３０数名の JICA 側のタスクチームがありました。

この人達なくして、あの研究会報告はあり得なかったと思います。おそらくここで議論

したことをまとめてく作業というのは大変だと思うのですが、この委員会がどのように

運営されるかよくわかりませんが、できましたらあの経験を是非活かして頂きたいと思

います。最後に２つばかり気になっていることがございます。１つは、すでに今日の説

明にありましたけど、おそらくこの議論しますと JICA そのものの体制論がかなりでて

くると思います。これに対して JICA がどこまでついてこられるかということが気にな

ります。２つめは、いわゆる日本の技術協力と資金協力のこの整合性の問題を私は気に

しておりまして、これも最後にご説明がありましたので非常に安心しましたが、ここら

辺のバランスをどうとるかという事を気にしておりまして、その２点を気にしながら議

論に加わっていきたいと思っております。よろしくお願い致します。 
○ 國島委員長 ありがとうございます。よろしゅうございますか。では次に吉田委員お願

い致します。 
○ 吉田委員 こんにちは。私はアジア開発銀行に１６年ほどおりました。その後國島先生

と同じ東大でしばらく勤めて、今拓大でやっております。この環境社会の分野では、数

年前からインドネシアのダムの事後評価をやっております。まさに環境と住民移転がど

うなったかを調査しております。そういった関係で多少なりとも貢献ができると思って

おります。３点ほど、今までの議論を踏まえて感想を述べたいと思っております。１つ

は、２国間援助で決定的なハンディキャップの１つは、この会議でもお分かりのとおり、

途上国の人は誰もいないという現実ですね。我々にとってもっとも大切な「On behalf of 
whom」です。これは我々がいつも心にしておきたい視点ですね。誰の為のガイドライ

ンかと、さっきちょっと意地悪な質問をしたのですけれども、情報公開、情報公開とい

って誰の為、日本の納税者、いや本当のパートナーは援助を受ける途上国の政府であり

国民であると、そこの視点が欠落していると、ガイドラインやそのオペレーションがと

んでもない方向にいってしまう。多国籍機関ですと、最高意思決定を担当する理事や

日々の業務を担当するスタッフのなかに必ず途上国の人がおりますから、少なくとも主

体が参加しております。この点が今回の JICA 委員会と大変異なるという点を喚起して

おきたい。それからもう２つ目は、最近議論されている開発協力支援運営の「ハーモナ

イゼーション」です。援助を受け入れる側の視点からみると、各国各機関が、各々のガ

イドラインを持って迫ってくると途上国はもう大変で混乱して訳が分からなくなって

しまう恐れがあることです。受け入れ側の途上国が使いやすいかどうかという点を重視

して頂きたい。それから最後の点は、社会的、これは伊藤さんの意見もあったと思いま

すが、これまでの JICA の業務の中で環境・社会的配慮をしなかった為にどういう問題

が起きたかというものを、きちっと整理しておかないといけない。それがもしなかった

ら、これはちょっとまずいという印象を持ちます。これまで具体的に JICA には 20 セ

クターにガイドラインがあったわけです。そういう状況で、開発調査や技術協力の現場
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でさまざま問題が起きたとすれば、それらをきちっと整理して頂きたい、整理されなく

ても具体的問題事例を頂きたい。これがないと我々の議論は抽象的になってしまって、

プラクティカルで効果的、実効性のあるガイドラインは出てこないのではないかと、そ

ういう私は心配を持っております。最後にもう１つ付け加えます。それは ODA 全体の

包括的政策議論であると思いますが、いわゆる「異論申し立て制度」ですね。誰がどこ

でどういう手続きで異議申し立てが可能で、それをどのように対処するかについて、本

件の JICA環境社会配慮ガイドラインは一歩踏み込む必要があるようにも考えられます。

最も難しい論点の１つと認識しています。以上です。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。それでは、次、村山委員はご欠席・・・では澤

井委員。 
○ 澤井委員 はい、国際協力銀行の澤井でございます。この改定作業にあたって、JBIC

などのガイドラインとの整合性を図るということがございますので、私としましては、

JBIC のガイドラインを作成するにあたり、どういう原則を重要視したかという事をご

紹介させて頂きたいと思います。まず一つは、プロジェクトの影響を受ける地域住民あ

るいは現地の NGO という、いわゆる事業のステークホルダーと言われる人達を、環境

社会配慮プロセスの中に参加させていくこと、あるいはステークホルダーとの対話を重

要視するということです。２点目は JBIC 自ら積極的な情報公開を行うこと。それから

３点目に、その環境配慮をするにあたり、色々条件付けあるいはその JBIC として確認

しなければいけない事項等と、様々な点が出てきますけれども、そういうものを融資契

約の中にきちっと反映させるということでございます。それから４つ目に、JBIC の環

境配慮確認を大きく３段階の分類しております。まず、スクリーニングをきちっとする

こと、私どもが調べた結果、確認した結果を環境レビューという形できちっと公表する

こと、事業実施中、あるいは事業が完成したあとのモニタリングを重視するということ

です。このモニタリングの方法論については様々あって、これは悩んでいるところもあ

るのですが、このモニタリングを重視することも、非常に重要なこととして位置づけて

おります。それから最後にガイドラインの遵守の確保。吉田先生の方からもありました

けれども、遵守の確保というメカニズムについて必要な措置をとることを、ガイドライ

ンの中に明示しておりまして、その異議申し立てのメカニズムについては、ただいまパ

ブリックコンサルテーションも開きながら、検討中でございます。ガイドライン自身は、

２００３年の１０月から施工されますが、それまでには異議申し立てのメカニズムを確

立するということにしております。今一部施工という形で、できる限り新しいガイドラ

インに基づいてプロジェクトを見ようというふうにしております。それと同時に JBIC
あるいは世界銀行、ADB、そういうところと手続きの調和化という動きがございまして、

その中に環境という項目もございます。具体的には EIA に含むべき項目をどうするか、

あるいはどの段階でどの程度のスタディを途上国側に求めていくのか、そういったとこ

ろをドナー間で調整しようということでございますが、EIA の項目そのものについては
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大きなところ相違はないのですが、具体論になると非常に悩みが多いというのが私自身

いつもやっていて非常に経験することでございます。以上でございます。 
○ 國島委員長 どうもありがとうございました。では次は作本委員お願い致します。 
○ 作本委員 アジア経済研究所の作本です。よろしくお願いします。３点ほどちょっとお

話させて頂きたいと思います。JBIC で環境ガイドラインができて、こちらでまた JICA
で作るということで聞いておりますけれども、やはりこれは国際的にも注目されている

訳ですので、是非立派なものを、素晴らしいものを作って頂きたいと思います。やはり

すでに何人からかご紹介ありましたけれども、やはり節足にこのガイドラインを作ると

いうのを考えないほうがいいのではないかと思っております。やはりこのガイドライン

ができた段階でもできるだけ一般公開をして、一般の意見を受けて、それでまた修正に

修正を重ねるというような形で時間をかけることが JBICの経験の我々の一つ伝えられ

ることじゃないかと思います。２つ目に、先程資料の２で見せて頂きましたように、や

はり情報公開につきましても図書館で公開、やはり今もう IT の時代ですから、こうい

う時代じゃないだろうと思います。それからやはりガイドライン。これは先方政府に提

言を行うこと、今環境問題におきましては、地球環境であり、あるいは各国に共通する

環境問題というこれらの点からいきますと、やはり要請主義という立場がありますのが、

相手国の提言だけでは不十分だという段階にきているのではないかということもやは

りいるのではないかと思います。また、環境アセス。これも前にこの JICA が作られた

時代でも、アセスの整備が途上国で進んでなかったと思うのですが、今はもう大きく変

わっております。この今 JICA のガイドラインというのは、見直すいい時期ではないか

と思います。私自身この９月に、インドネシアのスマトラの方に行ったのですが、やは

りちょうどコトパンチャンの訴訟を持ち出している現地の代表とお話する機会があっ

たのですが、やはり JICA に期待するのは、JICA が持っている力でありまして、JICA
がプロジェクトそのものを進めるにあたって、一緒になってダイアログで、一緒になっ

て話をして配慮してもらいたい。考えてもらいたい。そういうようなことを言っており

ました。そういう意味では民主的、原科先生から透明性ということがありましたが、民

主的というのはなかなか時代あるいは、その社会環境において程度が違うかと思うので

す。だからこの難しい社会文化的な側面というものについて、一緒になって考えていけ

ればと思います。よろしくお願い致します。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。次は片山委員、お願い致します。 
○ 片山委員 片山です。私どもの海外協力センターは、ここはちょうど１２年前に発足を

し、その目的は海外途上国に対する環境協力ということで取り組んできた団体です。コ

ンサルタント会社を主体として、まさに環境配慮ガイドラインそのものの実施、これを

行ってきたとはいえ、そういう中で環境技術とか、あるいは環境に関する制度、こうい

ったものに関するトランスファーを行ってきたということがございますし、その他外務

省、環境省、あるいは JICA の関連業務をお手伝い、あるいは支援をさせて頂いてきた
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ということであります。そういう中で、資料５のところで、事業という言葉が出てくる

わけですね。事業の各段階の環境社会配慮という事業そのものはいわば、下流部です。

その上部に計画があり、あるいは法制度があり、道路なら道路に関する先方国の法律制

度があるわけであります。そういう制度においてそれぞれの環境配慮、あるいは社会配

慮に関する制度なり仕組みが当然あるわけであります。そういう観点から、例えば環境

政策の面でその国の制度あるいは計画でカバーされているわけでございますので、この

環境社会配慮ガイドラインが目指す、あるいはカバーする範囲と言いますか、この事業

ということに限定していけるものなのか。あるいは今いいました様なところまで、もう

少し範囲を広げて検討しなければ、真の意味での環境保全面に対する配慮の実施は難し

いのではないかということを感じております。 
○ 國島委員長 はい、わかりました。ありがとうございました。引き続き、高橋委員お願

いします。 
○ 高橋委員 はい、日本国際ボランティアセンターという NGO の高橋です。私達は、現

場約８カ国で活動しているので、こういう検討会においても出来るだけ、その現場の視

点や意見を活かした形で、この検討会に貢献したいと思っております。私達特にやっぱ

り NGO として、議論の進め方、会の進め方に関して非常に大きな懸念点も含めて意見

を持っております。これに関しては、この後続く３名の NGO の人たちから続く説明が

あると思いますので、私はちょっと別な観点から少し、お話をさせて頂きたいと思って

おります。一つは、現場で活動していますとやっぱり ODA といった場合に、実際に借

款も無償協力も、それを受ける側の住民にとってはというのはあまり変わらないという

感じを持っています。その観点からいうと、ODA の全体のあり方というものに非常に

関心があるわけです。円借款の環境ガイドラインに関しては、JBIC の方で非常にいい

ものが作られた。そうすると、残る技術協力と無償資金協力でどういうものが作られる

かと、そこで良いものができないと ODA 全体が良くならない、こういう観点で参加さ

せて頂いているわけです。そうなると実は先程、資料４のところで説明がありましたけ

れども、やはりその外務省との権限の部分というか責任の部分と、JICA として出来る

部分という、この対象範囲というのが、問題になってくる。やっぱり僕は非常に、その

部分（JICA の責任と権限の範囲）についてきちんと議論すべきではないかなというふ

うに思っています。締め切りについての意見も出ていますが、３月までという締め切り

で外務省の言っているガイドラインは「変える会」の提言を受けて作られた行動計画で

言っている、「無償資金協力のガイドライン」です。ところがここで検討するのは JICA
のガイドラインで、「無償資金協力ガイドライン」とはちょっと恐らく違う部分、少し

ずれる部分があるのだろうと思っています。その意味で私は無償のガイドラインがどう

あるべきかまでを視野に入れて、最終的にはJBICとあわせてODA全体で、日本のODA
環境ガイドラインとしてどう整備されるかということに関心があります。ですから、こ

こで検討する JICA のガイドラインのスコープというか、対象範囲はどこまでなのかと
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いう部分のその境界線を、僕はきちんと議論すべきだと思っております。それが１点目

です。２点目は、JICA には色々と多様なスキームがあります。今日説明を受けただけ

で、開発調査、無償資金協力、技術協力と。これだけ色々あるものを、どういうふうに

１つにまとめていくかというふうに考えたときに、かなり膨大な作業だなと思っており

まして、その意味で他の先生方がおっしゃられた様に、時間をしっかりかける必要があ

るなというふうに思っております。そこで、やっぱりこのスキームそのものをきちんと

委員の中で勉強して、理解する必要があるのかなという事を思っております。ですので、

先程の説明は１０分か１５分で終わりましたけれど、ここ（スキーム）の説明をもう一

回ちゃんと次回でもいいですから、改めて詳しく受けたいと思っております。それから

３点目はやはり、その JICA のガイドラインの特徴は、技術協力も含めて、プロアクテ

ィヴにどう環境問題に取り組むかという視点があって、それによって JBIC と違った特

徴を持つものだと思っています。おそらく開発調査というところで、最終的に結果とし

て出てくる環境への影響にどう配慮して、プロアクティカルに配慮を進めていくかとい

うのが入ってくるわけですから、その意味で JBIC とは異なった意味で非常に大事な議

論が必要になっていくのだなと思っています。結論としてやはり、しっかり時間をかけ

てやって頂きたいというふうに思っている次第です。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。続きまして、川村委員お願いします。 
○ 川村委員 はい、川村です。私自身も言いたいことはありますけれども、とりあえずは

NGO で議論してまとめましたペーパーに沿ってお話をさせて頂きたいと思います。こ

のペーパーは、国際協力事業団総裁川上様宛に本日出した手紙という形をとっておりま

す。まず一点目ですけれども、そもそも原科委員からも出ましたが、この委員の選定プ

ロセスについて私達は懸念を持っております。参加や透明性ということを論じるのであ

れば、その基本は透明な基準によってたつことであろうと。今回のその委員の選定プロ

セスというのはそういった意味では、必ずしも透明な基準に基づいて行われたのではな

かったのではないかというふうに思っております。具体的にはその結果、原科委員が指

摘したとおり、重要な NGO が抜けているという問題点に繋がっています。これについ

ては是非、なんらかの処置をとっていただけないかというふうに考えております。二点

目です。そもそもその NGO が、こういう公共的な政策に関わるというのは、一体どう

いうことなのかということに関連した議論です。要するに私達は NGO、市民社会の代

表のような顔をしているわけですけれども、それが公共的な政策に関わる時には、その

場というのはあくまで、公開で多くの人が参加できる場でなくてはいけないというふう

に考えております。何故かといいますと NGO は非常に多様であり、どこかの NGO が

全てを代表することは有り得ないからです。このような考え方に基づくならば、重要な

のは、これは全く委員長と意を同じくしているのですけれども、多くの意見をいかに集

めるか、それを議論に活かしていくかということです。それを行なう為には、その委員

かどうかであるという基準ではなく、その人が重要な意見を言うことができるのかどう
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かという基準に基づいて発言を認めていく、あるいは文章提出を認めていく。そういう

考えで行うべきではないかというふうに考えております。この点につきましては、私ど

も事前に参加するにあたって、委員以外の人間の傍聴と発言を認めること、それが我々

の参加の前提なのだと、それなしには我々は参加すること出来ないのだと、それくらい

重く考えているのだと JICA 側に申し伝え、それを了承して頂いて参加したわけであり

ます。さらにこの JBIC で既に行われたように、このプロセスもなるべく公開の形であ

るべきだというふうに私達は思っております。つきましては、メコン・ウォッチの方か

らペーパー出ております。あとでその時間を頂き、出来たら時間を頂いて、そのメコン・

ウォッチの松本さんの方からも報告ないしはコメントを頂けないかなと思っておりま

す。時間よろしいですか。 
○ 國島委員長 私のミスであと３５秒あります。 
○ 川村委員 ３５秒あるということでしたら、次のペーパーにいきたいと思います。残っ

た時間で石田委員のほうで。まず委員会の議論の尊重ということを書いてありますが、

要は我々のここで出した意見に対して、確実に JICA の方から見解を示していただきた

い。これを原則として頂きたい。これについては委員長、全く同じ気持ちであるかと思

います。２つ目。その委員会の進行、これについても原科委員の方からすでに出されて

おりますので、詳しくは言いません。委員長は議長として、全体のその取りまとめを進

めていただくという形で進行いただければというふうに私達も願っております。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。途中でベルを鳴らしてしまい申し訳ありません

でした。次に石田委員、お願いします。 
○ 石田委員 はい、環境持続社会研究センターという NGO の石田と申します。川村委員

の続きをお話する前に、先に戻るのですが、委員の選定プロセスに関しまして、経緯的

な話なのですけれど、ここに私達のペーパーに書かせていただいたとおり、一部の NGO
の推薦を受けた NGO のみが、委員の候補として推薦されるという形をとりました。と

いうことは実は、私どもの NGO に推薦の話がきた時に、実は、ちょっと名前を申し上

げて申し訳ないのですけれど、メコン・ウォッチの松本さんの方を推薦してはどうかと

いう話をさせていただいたのです。それは JICA さんの方でも時期的な問題等色々おあ

りになったかと思うのですけれど、一応私達の理解としては、これは当初の NGO から

の推薦ではないという理由でお断りになったと考えております。はっきりいって NGO
の間で考えますと、やはり原科先生がおっしゃったとおり、メコン・ウォッチの松本さ

んですとか、FOE の方ですとか JBIC のガイドラインの時に大変活躍されて、知見を

大変有しておると思います。そういった意味で私の方からも、再度なのですが、こうい

った方々の委員に、参加させていただきたいということを要請させて頂きたいと思いま

す。ペーパーに戻り続きからいきますと、委員会の進行に関してなのですが、実はこれ

原科委員の方から、委員長ではなく議長ということでお話がありましたとおり、やはり

私も議長の権限という事を明確にしておく必要があると思います。あくまで私達委員お
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よび色々なオブザーバーの参加者の方々で議論した結果、議長の方は必要に応じて委員

会をファシリテイトするという役目だと考えておりまして、決定を行う立場ではないと

考えております。ですからその点、要請させて頂きたいと思います。川村委員の方から

説明があったとおり、本来ガイドラインの改定というのは市民の参加と、オープンなプ

ロセスで行われるべきだと思っております。委員会に来られる方がオブザーバーとして

参加するというのは勿論なのですが、委員会の開催と伴に、パブリックコメントの受付

というのが大前提だと考えております。従いまして、ホームページでパブリックコメン

トを受け付けるということと、更に JICA のガイドラインという事を考えますと、途上

国の住民に対して大きな影響がございます。ですから必ず、日本語及び英語にてそのガ

イドライン案というのをホームページで公開し、パブリックコメントを受け付けるとい

うプロセスをとっていただきたい。更にパブリックコンサルテーションも、各地で開催

していただきたいと思います。最後に時間がきてしまいましたが、あとは西井さんの方

でお話していただければと思います。 
○ 國島委員長 よろしいですか。 
○ 石田委員 事前に委員会の開催日程と討議事項が決定次第、すみやかにホームページ上

で広報していただきたいし、配布資料についても掲載していただきたいということです。

さらに委員会開催中に寄せられた意見については、これもホームページ上で公開すると

ともに、委員会に報告していただきたいということです。 
○ 國島委員長 はい、わかりました。ありがとうございました。では続きまして西井委員、

お願いします。 
○ 西井委員 フィリピン情報センター・ナゴヤの西井といいます。私たちのグループはフ

ィリピンをフィールドにして活動しているグループでありまして、主にセブ島ですね。

ODA によって、まさに ODA の被害を受けている住民たちと交流しながら、彼らの声

を日本に伝えるということをやっています。また、JBIC の方達とも協議させて頂いて

います。その中で現地の人たちとのお付き合いの中で、見えてきた環境の問題とか住民

の置かれた状況への配慮の欠如の問題とかの経験に基づいて、今度の改定委員会の方で

いろんな意見をさせて頂きたいと思って参加致しました。NGO 側の委員会の方からも

すでに縷々強調しているところでありますけれども、やはりこの改定委員の募集を受け

ましたときに感じましたのは、すごく期間が短いなということでありました。この短い

期間でどの程度までの議論ができるかということを、非常に心配しました。どなたか他

の委員の方もおっしゃいましたけども、ODA 大綱のほうもあわせて見直しの議論がさ

れているという時期で、はたして、場合によっては、見直しの案の基本線にかかわるよ

うな、ODA 大綱の見直しがでてくるかもしれないということがあります。特に私のほ

うで感じているのは、たとえば立ち退きですとか、そういったものの解決の責任の主体

は現地政府にあるというふうな立場をとっておりますけれども、その点、はたしてそこ

までその立場だけで JICA なりが今後やっていけるのかという、もうちょっと踏み込ん
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だ関与の仕方も、場合によっては特に環境社会配慮の中では、必要ではないかというこ

とも感じておりますので、今後 ODA 大綱の見直しのプロセスなんかを見ながら議論す

るべきと思いますし、できれば時間をゆっくり取りながら議論をしていければというふ

うに思いますので、もう一度その３月までという期限をきった委員会ではなくて、十分

時間を取ったそれぞれのどの段階でのどういうガイドラインのどういう関わりがある

のかといったというところまで踏み込んで議論できるような場にして頂きたいと思っ

ております。以上です。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。次、沼田委員お願い致します。 
○ 沼田委員 外務省技術協力課の沼田と申します。冒頭國島先生のほうから、委員長就任

にあたって、3 条件ということをお話になりました。「人、金、物すべて私が決定する」

というふうにも聞こえたわけですが、それがいろいろ議論をかもし出している。こうし

た会議を整備するにあたっても環境っていうものは難しいなとつくづく思っています。

そういう中で委員に入れて頂きました沼田と申します。私が所掌する業務、これは JICA
の予算今、1700 億ほどありますが、その予算策定業務とともに、事業の中身としては、

技術協力プロジェクトというものをやっています。そして今日「この環境ガイドライン

を変えなければいかん」ということがあり、一方で JBIC さんがすでにすばらしいガイ

ドラインを作っているということもあるものですから、見直しが必要になったとこうい

うことであります。皆さん方のご意見を聞いて非常に感銘を受けておりますけれども、

ひとつだけお願いがあります。「いわゆる期限を切って議論をするのでは、時間が足り

ない」というお話が相当数でております。一方で、「これは来春までには JICA として

も、JBIC と同じ程度の環境ガイドラインを公に示しなさい」ということもまた、要請

として出ているわけでして、これは私どもの方から JICA に対してそうした指示を出し

ているというのが実態であります。したがってこの期限付きの中でどのくらいのことが

できるのか、お二人くらいの方から「ODA 大綱が変わるというのに、これを変えても

意味がないのではないか」というようなお話、あるいは「懸念があるのではないか」と

いうお話がありました。しかし、ODA 大綱自身は環境ガイドラインに即大きく影響す

るような項目がたぶん入らないだろうと思っています。仮にその ODA の大綱が大きく

変わる環境ガイドラインについても何らかのその指示が出るということであれば、

JBIC のガイドラインも見直す必要がでてくるわけですから、今の現在のその状況の中

で環境ガイドラインとしてどういうガイドラインをもうければいいのか、その提言を行

っていただきたい。われわれには失敗の経験はいっぱいある。水俣病からはじまって大

気汚染の話、水質の話等山ほどあります。そしてこれはたぶん永遠に続く話だと思いま

すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。では次、石井委員お願いします。 
○ 石井委員代理 米谷様 申し訳ございません。課長の石井の方、ちょっとどうしても都

合がつかないものですから代理で参りました米谷と申します。いろんな幅広い方々の知
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見とか経験を踏まえた意見を、透明性をもったプロセスでもって集約していただいて、

ぜひいいガイドラインができるように、みなさま方のご協力をお願いできればと思いま

す。そのことを通じて ODA 全体の意義ですとか効果効率というものが高まる形で実施

していければと思っております。さきほども、役所の方の委員が多すぎるというような

声がありましたので、あまり時間はとらないで済ませようと思っております。最後に私

どもの開発協力課のほうは、先程説明のありました、三本立てで書いてございましたが、

その一番左端の開発調査というところを担当しておるものですから、そういういった観

点から委員に入っているということかと思いますが、必要な範囲においてご説明等も含

めて、対応して参りたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
○ 國島委員長 よろしいですか。はい、ありがとうございました。それでは次、小原委員

お願いします。 
○ 小原委員 無償資金協力課長の小原でございます。みなさんご承知のように、無償資金

協力は、経済インフラを中心に協力をしております、有償資金協力とは異なりまして、

たとえば学校などの教育分野あるいは病院などの医療分野、それからアフリカを中心に

井戸を掘削など水案件をやっております。特に水ついては先般 WSD の時に、アメリカ

とともに水の分野での日本の貢献を表明したこともあり、水の分野への協力もしっかり

と行っていきます。無償資金協力は、こうしたいわゆる基礎生活分野を中心とする小規

模な案件が多いということでございまして、この辺はもう皆さんよくご承知だと思いま

す。したがいまして、環境に大きな負荷を与えるプロジェクトというのは、有償資金協

力に比べて少ないのではないかと考えておりますが、「外務省を変える会」からも、ご

指摘ご意見がございまして、JBIC では、環境社会配慮ガイドラインを、きちっと作ら

れて、それを踏まえて有償資金協力をしていくということでございますから、我々も無

償資金協力、これは JICA と外務省とで二人三脚でやっておりますので、一緒になって

是非この委員会で十分に議論していただいて、よいものを作っていただきたいと思って

います。一部ご指摘がありました、どこを対象にするのだということについては、なる

べく広くということにまったく私も賛成でございまして、まさに無償資金協力の上流か

ら下流まで広くカバーするようなガイドラインにすべく議論していただければと思っ

ております。それから最後に、沼田委員のほうから指摘ありました期限の問題につきま

しては、私も当初「変える会」の方からもいろんな期限付きでの作業、つまりあまり遅

くなるなというようなことが一方で言われておりまして、実は國島委員長のほうにも委

員長就任にあたって、色々ご無理を申し上げたということもございます。ガイドライン

を作った後も、順次見直していけばいいと思います。やはり来年の春桜が咲く頃までに、

なんとか仕上げたいと思っておりますので、かなり時間的には厳しいと思うのですが、

よろしくご議論いただければと思います。どうもありがとうございました。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。では、次、木下委員。 
○ 木下委員 農林水産省の国際協力課長をしております木下でございます。私どもは農林



   

  36/36 

水産業関係で関連がございますが、具体的な議論を進めるにあたりましては、当然情報

公開を徹底的に農林省もいろいろ省内で、オープンにホームページにも載せてやってお

りますので、議論は情報公開徹底的にやっていただきたいというふうに思います。それ

から私も非常に関心がありますのは、具体的な JICA の農林水産業の案件で、具体的に

環境問題を起こしているような案件が、いったいどれくらいあるのかという事を、お示

しいただきながら、具体的な問題に則して、どう解決をしていくのかということを議論

していく必要があるのではないかというふうに思っております。それから相手国がどう

いう法制度をもっているのかということにもよると思うのですけれども、JBIC あるい

は JICA、世銀といろんなところが、ばらばらの基準では相手国も非常に困るのかなと

いうふうに思います。そういう意味では、できるだけ国際的に統一された考え方が必要

ではないかと思います。また、どういうものをアセスメントを対象にするのかというこ

とについても、すべての案件を全部やるというのは大変なことですし、アセスメントも

非常にコストもかかるということもありますので、JBIC さんも一定の線引きをされて

やっておられますが、どういうものを対象にやっていくかということを含めまして、

JBIC の例も参考に、まったく白紙から議論ということではないと思いますので、そう

いうことで議論をして頂きたいと思います。以上でございます。 
○ 國島委員長 はい、どうもありがとうございました。では次、櫻井委員。 
○ 櫻井委員 経済産業省の櫻井でございます。今報告書なりのタイミングというお話があ

ったと思うのですけれども、いろんな要請があり期限もありますが、大事なのはやはり、

事件は現場で起こっている、だから現場は待ってくれていないので、今回見直しという

のはどういうことかと、こう今いろいろ議論をお聞きしながら思ったのですけども、や

はりあるタイミングである条件のもとにベストのものを作って、現場にできるだけ早く

提供する。今後必要であればフレキシブルに対応する。毎日毎日更新できませんので、

どういうタイミングでやるかということが大事で、一方で十分に議論しなければいけな

いというのも、これも真実。だからこの二つをどういう風に、ハーモライズしていくか

というのが、この委員会に課せられた大きな任務ではないのかなと思います。確かに非

常に難しいお話なのですが、ここをみんなで工夫しながら、いいものを作っていくとい

うことが、我々の任務ではないかなという風に今日すごく強く思った次第であります。

それがひとつ。それからこの議論の中で、たぶんガイドラインをどう作りますか、それ

をどう支援していきますか、どう配慮していきますか、っていう話は多々あるのですが、

その資料５の（１）の中の、（１）で実施主体は先方政府でありということがあるので、

これはたぶんキャッチボールの世界ですから、どんなに支援云々組んで、それを立派な

ものを作ったにしても、それを受けて実際に実施するほうの人たちがどういう体制にな

っているのか、これはたぶん各国の文化、いろいろと組まれますので、そのあたりも、

まさに現場の最先端の話になるかもわかりませんし、相手国の政府では、話してはあり

ますが、そこへのキャパビルみたいなお話も含めてこの場で少し、当然先生はじめ皆様
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方プロで十分お考えのこととは思いますが、そのところも議論していただけると、私ど

も鉱工業関係の知見を持って何らかの形で、貢献、技術協力プロジェクト等中心とした

形で貢献できるのではないかというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。では次、藤森委員お願いします。 
○ 藤森委員 国土交通省の国際建設課長の藤森でございます。国土交通省からは、私と伊

藤委員と二人ださしていただいております。この二人の役割分担でございますが、私の

ほうが、ダムとか高速道路などといった案件につきまして、外務省さん、JICA さん、

JBIC さんのプロジェクトを、技術的な助言といいますか、サポートをするという役割

でございます。それで今日この会に参加させていただきまして、思ったこといくつか申

し上げたいと思います。まず 1 点目、JBIC さんのほうから、澤井委員のほうから、JBIC
の環境の社会配慮のガイドラインにつきましてご質問ございましたが、私も省といたし

まして、こういった種類のガイドラインにつきまして、重要なことが 5 つほどあるかな

と思っています。ひとつは当事者主義、さきほどステークホルダーという言葉を使われ

ましたけれども、当事者主義、だれがそれぞれどういった役割でどういう形で関与する

のかというのをきちんと定義していただいて、議論していく必要があるのではないかと

思っております。2 つ目が公開性、3 つ目がデュープロセス。デュープロセスがとられ

ていても非公開の場もあります。 
○ 國島委員長 すみません、今何プロセスと？ 
○ 藤森委員 デュープロセス。適切なプロセスをとってくださいということ。それから、

評価フォローアップ。もう一つが、クレームの受け付け、それに対する適切な対処とい

うことではないかと思います。最後に付け加えて申し上げますと、公開性に関係致しま

すけれども、きちんとしたパブリシズというのをきちんとやっていく必要があるのかと

思います。これは国内の代表プロジェクトにも言えることでございまして、私共の事業

の関係致します経験から申し上げまして、こういったことが重要ではないかという風に

思っている次第でございます。特に、先程高橋さんからございましたように、JICA の

その後、色々な付近において、それぞれ JICA さんがどういう位置付けにあるのかとい

うことをきちんと認識した上で、手続きなり、しかるべき形のガイドラインをお作り頂

きたいと思っております。それからガイドラインにつきましては、おそらく NGO の方々

世界銀行の実行指令書のようなものまで考えておられると思いますけれども、どういっ

たものを、ガイドラインとして認識するのか、ということにつきましても議論をしてい

かないと、まとまらないかなというふうに考えている次第でございます。当事者主義に

つきましては、私自身個人的に、昔世界銀行でエコノミストをやっておりまして、融資

をしておりました。西アフリカのフランス語圏だけ対応致しておりました。まず、当事

者主義でございますが、ガーナという国に、ボルタ川のダムがございます。ダムを作っ

た為に、川の代謝供給が落ちまして、隣の国のトーゴでは、海岸侵食が非常に発生する

わけですね。そのために、一生懸命国際機関も合わせまして、援助をして、海岸の浸食
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防止をしているということでございます。こういった広域的な視点にたって、環境問題

につきまして、しかるべき対応を考えていくのが、援助国としての役割ではないかとい

う風に思います。もう 1 点、パブリシズとの関係につきまして、英語でという話が石田

さんからございましたけれども、西アフリカにおいて英語でいくらピーアールしても誰

も分かりません。現地の人間、フランス語さえ分かりませんので、やはり現地主義で対

応していくべきではないかと思います。以上でございます。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。次は伊藤委員お願い致します。 
○ 伊藤委員 国土交通省の伊藤でございます。先程藤森委員のほうからご紹介を得ました

とおり、私国土交通省で、運輸関係を担当しております。実際の国際協力の現場では、

外務省さん、JICA さん、JIBC さんと一緒になって、私共の立場で貢献できるところ

を、いろいろ貢献させて頂いているということになろうと思っております。私共の省と

致しましても最近環境問題、こういうものは非常に重要な問題であろうという風に思っ

ております。これについては、是非とも案件の形成等を含め、色々な面で力を入れてい

きたいなという風に思っているところでございますので、この会議での議論、いろいろ

と参考にさせて頂きたいと思っております。本委員会を、そういう意味で、意味のある

せっかく集まって頂いた方と一緒に、具体的な成果に結びつけていくという観点から、

今の段階でいくつかお話したいと思います。一つは、最初にちょっと質問の形で申し上

げましたが、意見として申し上げるならば、具体的に何が問題であるのかということを、

ベースにして、しっかり実務ベースを踏まえた形の話をしないと、なかなか本当の意味

で意味のあることにならないなという風に思っておりますので、いってみれば、具体的

な事例とか、やっぱり皆意義が共通で、頭に思い描けるようなものをベースに色々と議

論して頂きたいなというのが、1 点目でございます。それから 2 点目は、何人かの委員

からでてると思いますが、経済協力というのは、いくつかのシステムが有機的に繋がり

まして、全体で一つになっていると、例えば、開発協力が、そのあとで円借款に結びつ

いたり、それを横から技術協力で専門家が派遣されてサポートをしておったり、もしく

は、案件形成の前段階で専門家があったり、色々な場面で、色々なスキームがでてくる

と、そういう風な関係にございますので、そういうことを考えますと、スコープは全体

的に広く、まさに視野を広く取って頂いて、そういう援助の一連の流れ全体の中を踏ま

えて、それから多くの登場人物がでますので、相手国政府でありますとか、JICA であ

りますとか、現地の大使館でありますとか、色々な者が関わりますので、こういういろ

んな関係者の動きを頭に入れて、誰がどういうアクションを起こすのが、もっとも適当

かという議論をすべきだと思っておりまして、そういう意味では、スコープは広くと。

ただ、その一方、これと相反する要請で、本委員会、ある程度時間の限りもありますし、

多くの委員皆さんに発言して頂く必要がありますので、そういう意味では、委員会のマ

ンデートをはっきりさせておく、どこに我々は議論をコンセントレートさせていくのか、

という点をはっきりする必要があるのだろうと。これは JICA さんが作られますので、
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常識的に考えますと、JICA さんのガイドラインの範囲、つまり資料の 4 にあります、

網掛けをした部分をどういう風にしていくのかというのが、常識的なラインであろうと

思いますが、私共いろいろ外務省さんも呼びかけに応じまして、色々な場で、技術協力

全般どうするのだとか、いろんな改革について話合う場を、色々持たせて頂いておりま

す。そういう関連もありまして、本委員会は、どこをどうマンデートとして与えられる

のか、これは最初の段階で早く整理しといて頂ければ、非常にありがたいと思います。

以上です。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。では次、小川委員お願いします。 
○ 小川委員 環境省の小川でございます。環境社会配慮は、国際的にも、国内的にも非常

に今進んでいる分野でございますので、JICA さんで、こういった国際レベルに合った

十分な環境社会ガイドラインを作って頂きたい、というのがまず希望でございます。そ

の中で環境について言いますと、これまであまり環境配慮などでは扱われなかった地球

規模の問題、それから生物多様性など、非常にテクニカルに難しい問題もございますの

で、この辺も十分スコープに入れてやって頂きたいというのが希望でございます。それ

から作業のテクニカルなスコープのことで、すでに何人かの委員からご指摘があったの

ですが、JICA のスキームというのは非常に幅広いものでありまして、その中で JICA
が持っている役割というのはそれぞれ異なりますので、それぞれ頭に整理して、何が

JICA としてやるべきかという見取り図を書いてから議論をしないと、非常に混乱する

のではないかと思っております。例えば、JBIC さんに多いのですが、案件を採択する

かどうかという審査をする、チェックをするというのがあると思います。それからここ

に書かれている、資料 5 にありますように、相手国の政府に対して、いろいろ技術的に

支援してあげるという機能もあると思います。さらに、ここではあまりでてきてはいな

いのですけれども、開発調査のような場合、あるいは技術協力のような場合、実際に事

業計画を作ったり、それを実施するところまでやるという機能がありますと、まさに、

事業者、本体としての立場も JICA としては場合によってはあるのではないかと思って

おります。それによって、それぞれ環境配慮について、果たすべき役割が異なりますの

で、そういう役割の整理を十分して頂きたいと思っております。それから、内容のレベ

ルにつきましても、開発調査で、マスタープラン的なものを作るのか、それともほんと

に個別の事業計画的なものをアウトプットにするのかによって、そのプロセスで求めら

れている、環境社会配慮が全く異なりますので、その辺の整理もまず大前提としてお願

いしたいと思っております。第 3 に、今の時点でいくつか重要と考えますことを紹介し

ておきたいと思います。一つは、JICA さんの特徴と致しまして、早い時期から案件形

成に携わる機会が多いということがありますので、事業ベースのアセスメントだけでは

なくて、もっと早い時期から環境社会配慮をいれるということを、積極的にやっていっ

て頂きたいと思います。それから、意思決定につきまして、情報公開の問題が指摘され

ているのですが、それだけではなくて、幅広いステークホルダーを意思決定自体に関与
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させていく、参加させていくということが重要ですので、この点についても含めて頂き

たいと思います。それから、環境社会配慮を計画段階で色々いれましても、それが実施

されないと意味がありません。この点 JICA さんの場合ですと、開発調査までやって、

それを実際実施するのは、JBIC の融資で現地がやったり、あるいはぜんぜん違う機関

がやったりということで、困難があると思いますけれども、それだけに、実施にどうい

う風に環境配慮を反映させるかということを、十分検討頂きたいと思います。それから、

さらに後になりますけれども、事業実施段階でのモニタリングフォローアップ、こうい

う点についても、十分スコープの中に入れて頂きたいと思います。最後に議論の進め方

ですけども、内容がこういう風に多岐に渡りますので、できるだけ早くということにつ

いては、私もできるだけご協力をさせて頂きたいと思いますけれども、十分な議論を尽

くして検討して頂くということを、是非お願いしたいと思います。 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。最後、お待たせ致しました。田中委員、

お願い致します。 
○ 田中委員 私のほうは、国際協力専門委員として、現場で環境アセスメントの支援の業

務を、コンサルタントの方々とやっている立場から、少し実際の住民参加の様子をお見

せしたいと思って、この映像持って参りました。これは、四年前に私が担当しました、

タイ北部の大きな導水計画のプロジェクトで、住民参加をどう実施していくかというこ

とで、先方実施主体と協議しまして、プロジェクトが行われる予定地域の市役所で NGO
の方も入って議論をしているところです。ここではやはり、プロジェクトの必要性、妥

当性というのが非常に大きな議論の的になりました。こういった、大規模なプロジェク

トの場合に、先方の実施機関もなかなかこういった、公聴会というのをいままでやった

ことないがないというようなことがございまして、私達もできるだけ、こういった支援

をこれからしていかなければいけないと思っております。それから、実際に構造物が作

られる可能性のある地域で、農民の方々がここの村のお寺に集まりまして、プロジェク

トそのものよりも、村の過去、現在、そして未来について、開発をどういう風に考える

かというのをここでやっているシーンです。これは実際には、タイのチェンマイ大学の

社会科学研究所チームに、JICA の調査団のお金の中から、外部再採択という資金を出

しまして、社会科学研究所チームの方々がそこの現場でこういった集会を開いて、人々

の意向を汲み取る地道な作業を少しやっているシーンです。タイのバンコクからも、関

係の事業実施主体の省の方、それからタイの環境省の職員もこちらに来ました。今日ご

議論を聞かせて頂いておりまして、大事なポイントは、まず環境アセスメントというの

が、先方政府の制度上の中で動いている制度だということ、事業実施主体はあくまでそ

の先方のカウンターパート機関であるということです。したがって、JICA としては、

そこをできるだけアセスメントの支援をしていくと。それから 2 点目は、メリハリをつ

けるというのが大変大事だと思いますし、特に開発調査の中で、大規模なプロジェクト

に対して、どの段階でどういう配慮をしていくか、これの一番大事なのは、実は今のケ
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ースは、相手国がフィージビリティスタディのもう終わりの段階で、アセスメントも終

わってしまいましたという段階で、私共はこれじゃやっぱり駄目ですよ、もう一度原点

に戻るべきだというようなことでやったケースでございました。そういった出戻りがな

いようにするには、どうしたらいいかというようなことを、是非この委員会でご議論頂

きたいと思いますし、私も現場の立場から発言させて頂きたいと思っております。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。ちょうど 1 時間くらいでみなさんのが終

わりました。ありがとうございました。あと 30 分今日時間があるのですが、今のまず

委員の中の方で、どうしてもあと 1，2 分追加したい、そのあと、ちょっとオブザーバ

ーの方に少し時間を取って、意見を伺ってみたいと思うのですが、どうしても 1，2 分

私は追加したいというのがございましたら・・・。川村委員からお願い致します。 
○ 川村委員 非常に簡単なことなのですけれども、私達の方で提案した内容について、ど

のようにご確認頂けるのかという、その道筋をお知らせ頂きたい。 
○ 國島委員長 これは今日の総括的な議事録の中にそのまま全部組み入れると思ってお

ります。 
○ 川村委員 議事録というか、具体的に進め方について提案させて頂いておりますので。 
○ 國島委員長 それはちょっと、後程、私の方から案をお話させて頂きますので。 
○ 高橋委員 2 点ほどあります。一つはやっぱりその、上流の政策との整合性というのが、

やはり気になるところで、確か沼田委員の方から、ODA 大綱の見直しが進められてい

るけれども、あまり接点はないのではないかというお話があったと思うのですが、私は

必ずしもそうではないと思っております。ひとつはやはりその新しくその独立行政法人

化した JICA の中に、「復興」という言葉が入っているように、今後の JICA 業務の中

で平和構築とか紛争という問題への関わりっていうのが大事になってくると思います。

この委員会で検討するのは、環境社会ガイドラインでありますけれど、その「社会配慮」

というのを捉えていけば、紛争を助長しないという、紛争への影響関わりというのが大

事な側面になってくるだろうと思っております。ODA 大綱の見直し議論が進められて

いますが、聞くところによると、そのある種軍事転用とか、原則の部分が少し今変わろ

うという風なことも聞いております。そうなってきますと、やはりここで議論するこの

ガイドラインが、逆に制約要因としてどう働くべきなのか、つまり理念とか原則という

ことが大事になってくるかと思ってきます。私としては、大綱を見直すのであれば、逆

にこちらで平和配慮ということも含めて広く社会配慮のありかたも議論して頂きたい

というのが、1 点目です。2 点目は、その JICA のガイドラインがカバーする範囲に関

して、先程小原課長様の方から、外務省の方でも同等な無償資金協力のためのガイドラ

インを検討中だというお話があったので、もしそれが今進められているのであれば、そ

れも是非、公開性の下で、こちらの進捗状況と合わせながら、整合性を図っていくよう

に配慮頂ければと思っております。 
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○ 國島委員長 はい、ありがとうございました。他によろしゅうございますか、委員の方々。

原科先生、どうぞ。 
○ 原科委員 一つだけ申し上げます。期限のことで行政の方、皆さん殆どの方、期限 3 月

守ってくれと、行政の方、当然ですよね。ですが、私は期限をつけなくていいと言って

いるのではなくて、3 月の締め切りというのはあまりにも時期が短すぎる、時間がね。

だから、3 月ではなくて、来年の 8 月とか 9 月とか最低７、８ヶ月はないと、まともな

議論ができないという風に申し上げたわけで、期限は必要だと思います。期限が必要で

はないと言っているのではなくて、長さが短すぎると申し上げております。例えば、田

中恵一さんが、最後に住民参加でご紹介になりましたが、もう一人ほかの田中さん長野

県知事の康夫さん、彼が住民参加、私これまでやっておりますけれども、この合意形成

大変なのですよ、紛争状況で。しかし、政策段階、計画段階、基本的な議論は、私がず

っとチェアやってきまして、8 ヶ月で終わりました。8 ヶ月ですよ、8 ヶ月 16 回ぐらい

になるのです。それぐらいで終わるのですよ。そのぐらいで期間取れば、そんな紛争状

況でやっても、あるところ落ち着くところに落ち着くのです。今続きをやっております

が。そんなことがありますから、4 ヶ月ではいかにも短いのですが、せめてその倍の 8
ヶ月くらいの期限であれば、可能性はありますよと申し上げているので、期限がいらな

いとは申し上げていません。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。次にオブザーバーに行きますので、ちょっとお

待ち下さい。はい石田さん最後に。 
○ 石田委員 進め方に関してなんですけれど、皆さんのご意見で、大変、期間が短いとい

うのと、問題点が分かりにくいというご意見が一杯あったと思うのです。私ももっと勉

強したいと思っていますし、JICA の複雑なスキーム等色々あると思いますので、提案

なのですけれども、第二回目は、やはり、当初の案ですと、ガイドライン案の検討とい

うことになっていたと思うのですが、まず、第二回目は、もっとゆっくり JICA のスキ

ーム等、今後の進め方に関して、今日の積み残しと、あと JICA のスキームと問題点の

勉強会という形にしてはどうかと思います。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 ありがとうございます。それでは、オブザーバーの方、どなたか、委員と

同じくお一人３分ということで。先程、松本さんはいらっしゃるのですか？指名して申

し訳ないですけれど。いや、嫌でしたらやめて頂いていいのですが。どうぞ、３分。 
○ オブザーバー：メコン・ウォッチ 松本様 メコン・ウォッチの松本と申します。どう

もありがとうございます。いくつかあります。ただ、大きな意見は委員の中から出てき

ていると思いますが、まず JBIC の環境ガイドライン統合のプロセスから学ぶ的点等ペ

ーパーを１枚用意してきました。今日の NGO のペーパーの一つの付属の文書です。大

体のことは既に述べられていると思います。私、重要だと思うのは、やはり毎回の議論

を流さずに、しっかりと止めて、課題は何であったか、持ち越したことは何であったか、
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答えられなかった点は何であるかということをきちんと毎回やるべきだと、そういう風

に思います。それがないと、話放し、言いっ放しで終わってしまうし、その積み重ねが

JBIC の環境ガイドラインの一つの成果になったという風に思っています。それからも

う一つ、討議事項ですね。事前に公開してほしい。これは次回何を話すかということを、

しっかりと事前に公開することで当日参加者が、情報公開に非常に関心のある人、ある

いは知見のある人が、今回は情報公開ならば行こうということが出来る訳ですね。従い

まして、やはり事前に何を次にするのかということを、ちゃんと前にお知らせして頂き

たいという風に思います。現在 JICA のホームページでこのガイドライン改定委員会を

探すのは、極めて大変です。もうちょっと調べ易くして欲しいです。それから内容的に

先程田中さんからお話がありましたけれども、タイ北部導水プロジェクトについては、

JICA は確か初期環境評価のレビューを担当している。つまりもっと前の段階で、対応

しようと思えば出来たのですね。タイ政府だけの問題だけではないと思います。そうや

って考えるとやはりマスタープラン、あるいは FS という段階から関われる JICA は、

JBIC にない、別の意味での環境社会配慮の方法が必要だという風に思いますし、そこ

が今回の改定委員会でも一つの大きな議論のポイントかなという風に思っております

ので、是非ですね、吉田委員とか、木下委員等から出ているように、これまで出てきた

問題点についても、JICA 側あるいは NGO 側からちゃんと問題点を出し合うというよ

うなプロセスも時間をかけて行うべきだという風に思います。それと JBIC の環境社会

配慮ガイドラインを作る中で一番重要だと思ったことの一つは、JIBC の仕組みが分か

らないと議論が出来ないということであります。現在ももめているのは、実は JBIC の

意思決定がいつなのかということにおいて、一つもめている事があります。そういうこ

ともあって、これも高橋委員、あるいは藤森委員の方から出ていましたけれども、この

資料４をもう少し噛み砕いて、もう少し詳細な環境社会配慮のフローというものを作っ

て頂きたい。要請を受けたあと、JICA 側の中でどうやってスクリーニングするのか、

スコーピングするのか、あるいはその場合現地の住民参加は今どうなっているのか、現

地の情報公開はどうなっているのか、マスタープランではどうか、フィージビリティス

タディではどうか、そういうことを皆さんがわかるような形で、やはりまとめて頂かな

いと、今色々質問が出ている点に適切に答えられないのではないかと思います。最後に

なりますが、私はやはり JICA が作ったマスタープランは、それは悪用されたのかもし

れませんが、それが元で問題になったプロジェクトがたくさんあると思いますので、是

非気を引き締めてこの会合に関わっていきたいという風に思っておりますので、宜しく

お願い致します。 
○ 國島委員長 はい、どうもありがとうございました。他にどなたか・・・どうぞ。 
○ オブザーバー：国際協力専門員 山田様 国際協力専門員の山田と申しますが、これは

事務局を支援する目的で、ちょっとクラリフィケーションをお願いしたいのですが、資

料５の（３）で、先程委員の先生方々から既に指摘があった点なのですが、さらにちょ
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っとクラリフィケーションお願いしたいのですが、事業の各段階において、案件の中止

を求めるとありますが、この事業が何を意味するのか、私は当然 JICA の行う技術協力

事業を意味しているのだろうと思う訳でありますが、これをそのまま呼びますと、例え

ば JICA が道路建設のフィージビリティスタディをしますと、そして先方の JICA が支

援した機関が、資金繰りをして道路建設プロジェクトをやって建設工事をしましたと。

その過程で住民移転の問題が出て、非常に問題になったと。その場合、JICA がその道

路建設工事をやめろという風に、先方政府と外務省に中止を求めるというように理解さ

れる方もいると思うのですね。そうではないと思うのです。それが一つです。もし私の

言うように、この事業というのは JICA が行う技術協力事業。要するにフィージビリテ

ィを策定すると。その過程で、例えば環境配慮において、先方の機関に技術移転をした

り、もちろん道路建設の技術移転をすると。そういう技術協力の段階でという風に解釈

していいのか。もしそうだとすると、最後の方の案件の中止を求めるという言葉が解せ

ないわけですね。これは JICA が実施しているのであるから、その自分が実施している

事業を、要するに止めたいわけですね。ですから、それを先方政府とか外務省に求める

のではなくて、JICA がそういう技術協力の段階で最善を尽くしても、先方政府が何が

しかの理由で例えば環境配慮を無視しようとする。それから大量の住民点が起こるよう

な事業をやろうとするという場合に、JICA がその協力業務を中止する仕組みは何か検

討したいと、そういうことだと思うのですが、ちょっとクラリフィケーションをお願い

します。 
○ 富本 それではお答えして宜しいでしょうか。この表は実は私が作りました。私は、開

発調査も無償協力も技術協力も全部過去３０年間担当しておりましたけれども、そうい

った意味ではより詳細な表にして、是非ご説明していきたいと思いますし、また各部の

部長さんの方もいらっしゃるので、次回以降そういう議論ができればいいと思っており

ます。今の山田専門員のご説明については、この事業というのは JICA 事業に特化して

おりますので、他方プロジェクトとかいう意味では、この技術協力から無償資金協力ま

で一つの過程を全部カバーした場合、あるいは有償資金協力を全てカバーした場合のプ

ロジェクトという言い方もありますし、色々な用語がございますが、その辺もより明確

にしていきたいという風に思っております。相手国政府ないしは先方政府に対して中止

を求めるという意味は、技術協力については JICA 独自の判断もあろうかと思いますけ

れども、当然のことながら、主幹官庁である外務省の指示もございますし、相手国政府

があることですから、JICA 独自で決めるという訳にはいかない場合も多いということ

から、こういう表現をしておりますが、我々の心は、途中の段階でももし非常に重要な

影響、社会環境影響がある場合には、それをできるだけ回避するというような措置を取

る為にはどうしたらいいかということを是非この委員会でお考え頂きたいと、我々はそ

れを JICA の具体的な事業の中で、どういう風に取り入れたらいいのかという事につい

ては、また具体的にお答えしたいと思いますし、その上で色々ご意見を伺いたいという
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主旨でございます。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。どなたか、どうぞ。前の方どうぞ。 
○ オブザーバー：海外協力室長 高木様 林野庁の海外協力室長の高木でございます。委

員の皆様方のお話を伺っている中で、ちょっと私なりに思ったことを遠慮なく言わせて

頂きます。吉田先生の意見にちょっと近いのではないかと思いますが、今後このガイド

ラインにつきまして、開発調査のみならず、技術協力とか無償資金協力へ拡大していく

わけでありますけれども、私も実は林業担当ですから、林業の平成５年につくられたガ

イドラインを重たい思いをして持ってきたわけでございますけれども、１０年近くやら

れた中で、それの一定の評価、どういうその環境配慮ガイドラインがどういう成果があ

ったのかというのを一度、評価する必要があるのではないかと。それの上で、技術協力

なり無償資金協力にどういうふうにインプットしていくかということが、大事なのかな

と思うのですね。それで、今後以降の会議の進め方になると思いますけれども、一度そ

のゼネラルなそういう評価というものをひとついるのではないかなと。そうでないと単

にこうやってきたものが、ただ継続性なしにまた対象範囲を拡大していくような気がし

てならない。そんな感じが致します。 
○ 國島委員長 ありがとうございました。どうぞ、後ろの方。 
○ オブザーバー：メコン・ウォッチ 大橋様 メコン・ウォッチという NGO の大橋環で

す。今後環境社会配慮ガイドラインを作り上げる時に、ジェンダーという点が多分出て

くると思います。このジェンダーの視点をもって委員構成が行われなかったのではない

かなと思っています。今日の議論の中で、委員構成のことが話されたので、今後構成に

関して議論を進展するなら、ジェンダーバランスも是非取り組んで頂ければと思います。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 ありがとうございます。私、委員長の不徳の致すところでこの件は、ほと

んど考えておりませんでした。すみませんでした、それは。他に何かございますか。何

かありましたら・・・ひとつだけ先程の委員の方から進め方について、皆さんのご意見

について、委員長として今までどう思っていて、今どう思っているかについて、お話し

ますと、実は私、冒頭の委員長のご挨拶をさせて頂いた時に、極めて難しくて重要なこ

とで随分考えたと。色々な理由があったことのひとつに、お願いに来られました JICA
当局の方が、来年の３月までに一区切り。非常にこういう重要なことをまとめる委員会

の委員長というのですか、議長ですか、とにかく取りまとめ役をということであったの

で、それはいくらなんでもね。話を聞いたのが、１０月とか１１月とか、要するに一年

も前の話ではないので、それはいくらなんでもたくさんの税金を使って、色々な国の関

心があり、色々な問題があることを、基本的な方針というのですか、網をかけるような

ことを、それは無理じゃないかと思いました。せめて、我々の社会にとって、国家のビ

ジョンとうのが、ほぼ色々な意味で、みんなで共有するものがあって、それに基づくそ

の教育のビジョンだとか、農業のビジョンだとか、インフラ整備のビジョンだとか、外
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交のビジョンというのがさらに国民の共有するものがあって、その下に例えば ODA と

いうような大綱みたいなものが既に存在して、一方その色々な問題の事例がいくつか溜

まっていると。こちらのその物の基本的な考え方がある程度文面として、明示的なもの

があって、それぞれの事例があれば、この事例をよく検証して、そういうことが起こら

ないよう手を打つような JICA という組織の仕事をする範囲での ODA のことに対する

環境社会配慮ガイドラインということならば、ひょっとしたら１年以内で、先程原科委

員が８ヶ月であるとおっしゃいましたが、そのオーダーで出来るかもしれない。しかし

それにしてもちょっと短いということをお返事致しました。ただ一方、非常に大事なこ

とですので、色々な問題が起こっている、それから原科委員とどなたが、第二次答申と

いうのですか、すでに事前に色々な形で活動されている。蓄積が一定の範囲ではあると

いう言葉が状況を鑑みて、とにかく目標は２００３年３月ということで一区切りに考え

てやります。そこで先程の、沼田委員が、委員長は人、物、金は委員長の勝手だという

のが、そこまで必ずやりますと請け負える気持ちにはなれなかったのです。それで、ち

ょっと品のいい返事の仕方ではなかったのですけれど、敢えてそんな言い方をした次第

であります。本日色々な委員の方が、それじゃ時間が短いよと言って頂いているのを聞

いてですね、私だってそう思っていた訳ですから、そりゃそうですよと、なんとなく心

が安らいだような気分にはなったのですが、やはり色々な国内外から日本の外交政策の

重要な JICA の活動の、基本方針を出来るだけ早く明示的に世に発信させるということ

は、当然目指すことでありますので、私として今申し上げられるのは、依頼を受けた時

と同じで、とにかく３月を目標に一区切りする事を目標にやります。但し拙速であった

り、どうしてもその時無理矢理にでも形つけるようなことは、はなからやる気は全くあ

りませんということです。是非皆様からの色々な議論をよくすり合わせ、色々な情報を

なるべく早くだして、みんなで情報を共有し、出来るだけ早急に議論を十分に進める努

力は委員長としてしたい。ですから、逆に委員の皆様方にも先程ちょっとどなたかご意

見がございましたけれど、大変恐縮なのですが、色々な資料を是非ともお忙しいのはわ

かりますが、是非お読み下さいとか、是非ご覧下さいと、あるいはこういう事について

是非ある時期に意見を頂きたい。そういうことは、外務省や JICA 関係の委員会のペー

スというのをよく承知していないのですが、私がイメージしている通常の委員会のその

委員の方々、あるいは事務局の方々にお願いするロードよりは、少しといいますか、か

なり増やす形で出来るだけ進めて、それでも３月までに一区切りつかないようであれば、

それはもうそれで、私としてはもう２度と、もう JICA も外務省も私に委員長を頼みに

こない。それで結構であるというふうに思っております。そういう意味で冒頭、出来る

だけ、皆様のご意向は十分に斟酌します。しかし、是非まとめて頂きたいということも

言わせていただいたと考えております。もう一つは、公開のやり方については、色々皆

さんからご意見頂いたのですが、私がこう考えていたことと何も違いはない。それは私

の誤解なのでしょうか。今こうやって、これからパブリックコメントとって、議論をま
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とめてというふうにして、だいたいこんな感じで皆さんにそれぞれの議論、例えば今日

出して頂いたこの意見書は、どういう形で本日の議事録とか一緒にすりこまれるという

のは、１０日後にならないとちょっとお見せできません。それだけはちょっと１０日待

って頂いてご覧になって頂くしかないのですが、それ以外についてはだいたい透明性、

公開性については同じと思います。議長とか委員長というのは、それは議長がいいとい

うのであればそれでも結構です。私自身は、委員長は先程のような理由で引き受ける自

信はあったのですが、議長は、正直言ってその定義もあるのですが、あまり自信はなか

ったのです。といいますのは、松本さんが書いていただいたように、議長の役割は、論

点の整理や議論内容の明確化。ですから、全部の事を私がこうやって、公平に平等に見

なきゃいかんということになります。とてもそこまで私は、能力が十分にあるという自

覚がなかったものですから。それでも議長的な役割をしなければならないであろうとい

うことで、先程申しました、議論・論点整理システムという事で、コンピュータの利用

を、JICA の事務局に是非取り入れて下さい、それとともに私が議長の役割も精一杯や

らせて頂くと、そんな感じで考えていた次第でございます。はい、どうぞ。 
○ 原科委員 私は委員長よりも議長という表現のほうがよろしいと申し上げました。この

発言ではずっと委員長と申し上げてきましたけれども、委員長というのはまた違う意味

をもってしまいますからね。それで例えばこれは JBIC の時も、環境社会配慮という表

現ですね、環境社会配慮ということで我々研究会に報告書を出しました。ガイドライン

を作る段階で私はフォローアップ委員会の委員長ということで、ガイドラインづくりに

ずっとお付き合い致しましたけれども、そのとき環境社会配慮、社会が落ちそうになっ

たのですよ。環境配慮だと。環境社会配慮という表現を使うか、環境配慮を使うか随分

違ってくるのですね、意味がね。それを十分議論しまして、やはりその中身をきちっと

表現したいということで、環境社会配慮にこだわったのです。お配りしたこの資料も、

環境社会配慮と使っていますよね。この座談会のときには環境社会配慮から社会が落ち

そうだったので、どうしようかという議論もしています。それを議論して雑誌にも載っ

たので、JBIC も考えてくれて、環境社会配慮という表現をしてくれたと思います。と

いうことで、今回の主旨で言えば、やはり議長という表現の方が私はこれから先考えま

すと、いいのではないかと思います。もし委員長がそのようにお考えなら、是非議長と

いう表現に変えていただいたほうが・・・ 
○ 國島委員長 私はどちらでも結構です。あと残り時間が少ないのですが、私今日、正直

言いますと、一回議事録のまとまったものを見てから本来は決めたいのですが、一応仮

に、次回以降、最低次回何をやるかについて申し上げます。ひとつはやはり先程の資料

４に基づいた JICA の仕組みの実際の活動について、やはりもうちょっとそのご説明と

いうか理解を、具体的に環境社会配慮が必ずしも十分でなく、あるいは全くなくて、ま

ずい事例、問題になった具体的事例ということの紹介も含めて、ひとつでもふたつでも、

委員の中から是非こういう事例は、この委員会で、JICA の今いった仕組みとともに、
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事例として共有して、あるいは知っておくべきであるということがございましたら、是

非事務局の方へお申し出頂きたい。それが１０００個もあったらとても全部は議会では

出来ないですけれど、いくつかのものでというようなことについて、まずそれを紹介す

るということに時間をとるということにしたい。それからもう一つは、この次の予定は

１２月１８日ですから、本日の議論の結果あるいは、本日以降なるべく外へその公開し

た時のレスポンスの状態や何かが出てくると思いますので、それをまとめた表の結果が

出ます。それについては、議長として、是非みなさんに見て頂いて、これにのっとって

今公開するとか何とかはそのままなのですが、まとめ方や議論の集約の仕方もひとつの

提案をさせて頂いて、それを見て頂きたい。もうひとつは、それでいっぱいかもしれな

いですけれど、事務局の方には、今日 JICA としてガイドライン改定、２００３年の３

月までか一年後か別にして、とにかくそれは作ることについては、それについては皆さ

んご異論ないかと思います。今日の資料の５で１から６まで、とにかく本日の時点での

色々な基本的な考え方を議論してきたのですが、多分今日色々な委員の方のご意見を拝

見しますと、これにプラスになるご意見と、対論の意見、それから賛同のご意見と、色々

なタイプのご意見があったと思いますので、それを全体的に取りまとめて下さい。本日

の皆さんのご意見は、ホームページに意見書き込めるようになっているのですか？それ

はいつからなるのですか？１０日後にはなるのですか？必ず。１０日後には、だいたい

今のこの議事録を読んで、色々なものが書き込めるようになりますので、次回までは間

隔は短いのですけれど、短い間でも何かご意見も含めて、差し当たりこういう箇条書き

でもいいし、前書きみたいなのでもいいし、あるいは項目書きの全体的な構図でも何で

もいいのですけれど、今までのご意見と、先程の資料３でご紹介頂いた今までの色々な

ご検討の蓄積と、頂いたご意見の取り入れとを、できるだけ次回の委員会の直前まで、

諸々なコメントを斟酌した案を、文書の形でも項目だけでも何でもいいのですけれど、

今日の議論の延長線上で見せて頂きたい。できたらで結構ですけど。メインはやはり次

回は先程の JICA の仕組みが、具体的な事例、それから環境社会配慮の今までの問題の

実例という、そのキーワードが一方にあって、それから今後の大枠というのですか、現

時点の基本的考えみたいなものを見せて頂きたい。何かございましたらどうぞ。はい、

どうぞ。 
○ 川村委員 すみません、すでに答えていただいたのかもしれないですが、我々が提案し

た点で確認したい点があります。これは恐らく単に、先程國島先生がおっしゃったよう

に、単にこちらの考えもそんなに離れていなくて確認だけということだと思うのですが、

我々が出したペーパーの２枚の、最後。本委員会の目的達成のためになされる委員以外

の参加者の発言・文書配布については、委員の発言と同様に認めるという原則。これは

基本的には OK ですよね？ 
○ 國島委員長 ええ、今オブザーバーがですからやっていただいたことと同じです。 
○ 川村委員 ええ、すでにやっていただいておりますが、確認ということで。 
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○ 國島委員長 ですからここにきていただいたオブザーバーで、勝手にわーわー言われる

のは困りますけれど、ちゃんとその場所と時間をとりますし、それからもうひとつは、

議論集約システムです。ここにいて発言された方の意見の特定度、なんといいますか、

持ち合い方の度合いも、ホームページから書き込んだ、意見の持ち合い方の特定の度合

いも違いはありません。それを出来るだけ同じように、意味のある意見内容は、同じシ

ステムというか、場といいますか、プラットフォームに組み込もうという、そこが私の

昔からの夢だったのです。それがここでは出来るのではないかと思います。 
○ 川村委員 それからもうひとつ、これはむしろ確認というよりも、論点として整理して

おきたいということなのですが、パブリックコメントの受付についてです。これまで最

初に確認させて頂いたように、ここでの成果物というのは報告書である、その結果、ガ

イドラインが生まれるのだということですよね。JICA のほうでガイドラインを作成す

るということですね。それ以降、ガイドラインの案について、公開の場でのパブリック

コンサルテーションが必要だと考えます。この場は一応委員がやるというふうになって

おりますが、そうではない、本当のパブリックの場というのを設けるべきではないかな

というのが私たちの提案です。 
○ 國島委員長 それはそうですよね。我々も必要なのかもしれませんね・・・ 
○ 川村委員 その論点の確認だけ、とりあえず今ここで結論というのは無理ですので。 
○ 國島委員長 それでですね、今のご意見に関連しては、本委員会の目的というところ

で・・・先程のいくつかの委員で、本委員会のオブリゲーションをはっきりするように、

目標をはっきりするように・・・必要な助言を行い、当ガイドラインを策定に貢献する

ことを目的とするという事です。 
○ 田中委員 国際協力専門員の田中ですけれども、まずここで議論するのは何かという点

につきまして、私が思っていることを申し上げます。JICA が２０セクターについて環

境配慮ガイドラインを作成して参りました。先程林業関係の環境配慮ガイドライン、分

厚いのをお持ちですけれども、厚さにしたらこんな厚さになります。そこには技術的に

は環境アセスメントでやる部分は、ほとんど網羅されて技術的にはほとんど問題はあり

ません。ただ一部改定していく部分はあると思います。一番課題になっておりますのは、

その中でこの１０年の間に世界銀行なり JBICの皆さんなりが色々こう出しているガイ

ドラインに合わない部分、これは計画アセスあるいは、もっと上位の話も入ってきます

けれども、そういったものにどういうふうにあわせるかという議論をこの会合でおそら

くするのだと思っております。それは今までの環境配慮ガイドラインにも理念が書かれ

ておりますが、今の時代にあわせる為に理念編をここで議論して行くべきだと思います。

それが例えば来年春までにきちんと出来上がるということであれば、そのあとの作業と

いうのはガイドラインの細かなところはまた次のステップでやっていくことも可能だ

と思うのですけれども、その理念を本当にどういうふうにしていくか、特に NGO の方々

も関心が高いと思われます。その住民への配慮とか、そういったところを統一的にどう
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していくかというところの議論であれば、私は来年の春に一生懸命みんなで協力し話し

合えば、それは可能ではないかと思いますし、実際事業も動いていますので、やはりそ

の辺も長く理念ということに絞るのであれば、そういった対応も可能ではないかなとそ

ういうふうに思いますけれども。 
○ 國島委員長 今のご意見も、そもそも何をすべきかという今のご意見の１つのご意見と

してということです。ですからそれぞれの委員の方、次回１８日までに、こうしません

か。パブリックコメントが入るのは１０日後ぐらいですが、委員の方には、今日大変申

し訳なかったのですけど、全員の方に言っていただきたかったので３分ということに致

しましたので、個別の色々な意見等がございましたら、それは事務局あるいはないしは

議長の私のところへ言っていただければと思います。少なくとも私のところにきたもの

は、必ず読むといいますか、見るようにすることはお約束いたします。何でも言って頂

ければと思います。 
○ 原科委員 今日の段階でひとつだけ、ちょっとモーションといいますか、動議を出すみ

たいになりますが。メンバーの構成に関して意見を申しあげましたが、これはやっぱり

きちっと決めなくてはいけないと思いますけれど、２人 NGO から増員をお願いしたい

と思います。私は、先週海外出張から帰ったばかりで、２９日付けでファックス頂いて、

このメンバーの段階では、国土交通省の方二人ともの名前は入ってなかったのですね。

ところが今日このお二人は入っているのですよ。その間に。そのようなことがあります

から、今はまだ弾力的だと思います。これはバランスからいっても、やっぱり NGO２

人くらい入らないと、これはおかしいので。今申し上げましたように JBIC のときの一

番我々からみてキーパーソン、これにも出ていますよね。FOE ジャパンの松本さんと、

メコン・ウォッチの松本さん。具体名をあげますと。両松本になりますけれども。こう

いった方を是非入れていただかないと、私はよろしくないと思います。これは今日決め

ていただきたいですね。 
○ 國島委員長 先程冒頭申しましたように、委員の方をどうするかということについては、

それぞれの立場の方がそれぞれの申し出をするのは、この委員会に限ったことではない

のは当然のことなので、非常に難しい案件です。事務局が判断するという事ですが、私

が委員長、議長という立場で最終的な委員の方を判断します。今日は、座席の配置も私

がこれが一番活発な議論ができるだろうということも決めております。今のことは今こ

の場で決めるにはちょっと私もすぐに答えられませんので、今のお申し出頂いたことは

まじめに考えて取り扱うように致します。必ずしもご意向に添えるかどうかわかりませ

んが、前向きに考えますし、それから先程、ジェンダーの件とご指摘は、なるほどと、

はっとさせられたこともございましたので私、それもちゃんと考えたいと思います。 
○ 石田委員 似たような点なのですけれども、議事録数日後に掲載されるということで、

次回の会合の最初の部分で、今回から実際その議事録はどうだったかということですと

か、委員のお話もありますし、今後の進め方の詰め残しがあると思いますので、その点
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について議論できる時間を・・・ 
○ 國島委員長 了解しました。事前にこう思っているああ思っているという、思っている

ことがございましたら、是非事務局か私のほうへどうぞ。ここでいわれると何かたくさ

ん言われるので、私もよくわからなくなってしまうので、事前に言っていただけると大

変ありがたいので、よろしくお願い致します。それでは、時間になったので・・・ 
○ 鈴木 ちょっと事務局側から一言よろしゅうございますか。申し訳ございません。今

色々な意見をということで事前にということで、ホームページ上からまだ入っていける

システムにはなっておりませんけれども、皆様に今回改定委員会の関係でご連絡をさせ

て頂いている、私ども企画・評価部の環境アドレスというのがございます。申し訳ござ

いません。口頭で申し上げますけれども、jicapvg@jica.go.jp これが私ども環境企画・

評価部のアドレスになっておりますので、先程出ました、議事録の掲載まで若干時間が

ありますが、ご意見ございましたら是非こちらの方にもお寄せ頂ければ。國島先生同様

真剣に我々も拝見させていただきますので、是非こちらにご意見下さい。よろしくお願

い致します。 
-------------------◇----------------------- 
○ 國島委員長 では時間もきましたので、色々この場でお申し残しもあるかと思いますが、

今のような措置で出来るだけ皆様方のご意向を前向きにきっちり受け止めて、誠実に進

めさせて頂きたいと存じますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。事務局の

方、ありがとうございました。それからオブザーバーの方もわざわざここへきて頂いて

誠にありがとうございました。 
○ 鈴木 すみません。ちょっと事務的な連絡をさせていただいてよろしゅうございますか。

次回会合は１８日。 
○ 國島委員長 ここじゃないのですよね。 
○ 鈴木 はい、それをちょっと。 
○ 國島委員長 市ヶ谷の近くの建物だそうで。 
○ 鈴木 資料６にございます、市ヶ谷にあります、国際協力総合研修所の大会議室という

ことでございますので、お間違えないようにお願い致します。 
○ 國島委員長 学生並みに時間制限して、ストップウォッチをピコピコ鳴らして大変申し

訳ございませんでしたが、おかげさまで大体の方からのあまねくご意見を聞かせて頂い

て、委員長（議長）としては大変喜んでおります。次回もよろしくお願い致します。あ

りがとうございました。 
午後十七時九分 散会 


